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会議録 平成 29 年 11 月 30 日(木) 場 所 3 階 第 5 研修室

会 議 名：第 6回総務・経済常任委員会

出席委員：平野委員長、佐藤副委員長、新井田委員、竹田委員、相澤委員、手塚委員

福嶋委員、鈴木委員、又地委員

欠席委員：吉田委員

会議時間 午前 10 時 00 分～午後 4時 14 分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 皆さん、おはようございます。

ただいまから第 6回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は 9 名でございまして、吉田委員から欠席の届け出がありました。

委員会条例第 14 条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。

早速、本日の会議を開きます。

皆様方におかれましては、11 月の月末という中、また大変寒さが厳しい中、お集まりを

いただき、ありがとうございます。

きょうは、調査事項は 3 件の課なのですが、その他の案件もあります。また、終わった

あとに議員懇談会がございますので、1 日がかりになると思いますが、皆様方におかれま

しては、最後までよろしくお願いいたします。

2 ．調査事項

（ 1 ）＜総務課＞

・財政収支計画の見直しについて

平野委員長 それでは、早速、調査事項に入っていきたいと思います。

本日の 1件目は、総務課の財政収支計画の見直しについてでございます。

資料が事前に配付されておりますので、皆様方はお目通しをいただいたと思いますが、

早速、資料の説明を求めたいと思います。

若山課長。

若山総務課長 おはようございます。



- 2 -

朝早くからの常任委員会、ご苦労様です。総務課、若山です。本日はよろしくお願いい

たします。

本日の調査事項であります、木古内町財政収支計画につきまして、担当主査の田畑のほ

うから説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

平野委員長 田畑主査、説明をお願いします。

田畑主査 おはようございます。総務課財政グループ主査の田畑です。

私のほうから、まず資料の説明をさせていただきます。

まず、お配りしました資料の 1 ページ目は、平成 29 年 11 月現在の財政収支計画となっ

ております。

2 ページ目につきましては、昨年度の常任委員会でお示しをしました、平成 28 年 7 月現

在の財政収支計画となっております。

3 ページ目は、今回の新たに作成しました平成 29 年 11 月現在の収支計画と前回の収支

計画の対比となっております。

4 ページ・5 ページ目につきましては、財政収支計画を試算するにあたり、項目別の算出

方法の考え方について、記載をしております。

6ページ目については、前回から追加をしました基金額の推移となっております。

それでは、今回お示ししました収支計画について、修正点・変更点等を説明させていた

だきます。

資料につきましては、1ページ目と 3ページ目をそれぞれご覧いただきたいと思います。

まず、平成 27 年度・平成 28 年度実績額につきましては、それぞれ決算見込額から決算

額に置き換えております。

続きまして、平成 29 年度につきましては、平成 29 年 11 月現在の予算額に、平成 28 年

度継続費逓次繰越額及び繰越明許費を加算した額に置き換えております。

なお、平成 29 年度決算見込額がマイナスの 8,240 万円の赤字というふうになっておりま

すが、この額につきましては、11 月時点の財政調整基金繰入額となっております。

この数値につきましては、今後 12 月から 3 月補正等の状況により増減をしていくことに

なります。

平成 30 年度以降の変更について、歳入のほうから説明をさせていただきます。

こちら 3 ページのほうに、それぞれ対比が載っておりますので、そちらのほうの数字が

動いているところというところで、ご認識いただければと思います。

まず町税につきましては、平成 29 年度に北海道新幹線に係る固定資産税、こちら償却資

産になりますが、増額補正したことを受けまして、平成 30 年度以降にも数値を反映させて

おります。また、高齢者入浴無料券交付事業の実施に伴い、入湯税の増額分についてもこ

ちら反映をさせていただいております。

続きまして、普通交付税につきましては、平成 29 年度時点の算定基準に基づきまして、

先ほどの固定資産税増額分を基準財政収入額に加えたうえで算定し、数値を修正しており

ます。

分担金及び負担金、国庫支出金、都道府県支出金、繰入金、地方債につきましては、前

回の収支計画作成後に振興計画に登載されました新規事業に係る特定財源それぞれ算入し

ております。



- 3 -

なお、繰入金の 32 年度の数値がほかの年度と比べまして、大幅に増額となっております

が、こちらにつきましては旧江差線施設解体撤去事業準備基金が、収支計画と決算見込額

との対比で 1,840 万円程度減額となっておりまして、収支計画上は平成 32 年度までに基金

がゼロになる計画でありますので、事業費を 32 年度で調整をさせていただいていることに

よるものです。

なお、歳出につきましては、こちら普通建設事業費のうちのうち、単独事業費で調整を

しております。

繰入金のその他の内訳につきましては、平成 28 年度に造成をしました企業振興促進基金

の繰入金となっております。

また、財産収入の増額につきましては、こちら企業振興促進基金の利子収入を加えたこ

とによるものです。

なお、増額が平成 30 年度・32 年度・33 年度のみとなっておりますが、こちらはそれぞ

れの費用を 10 万円単位に四捨五入したことにより、増額というふうになったことによるも

のです。

続きまして、歳出について説明をします。

物件費につきましては、平成 29 年 7 月から旅費の見直しを行っておりますので、その影

響額が増額となっております。そのほかには、今年度から実施されました学童保育事業に

係る費用を加算しております。

続いて、補助費等につきましては、新たに振興計画に追加された事業費を算入をしてお

ります。

主な事業につきましては、高齢者入浴無料券交付事業、企業振興促進助成事業、空き家

リフォーム助成事業となっております。

公債費の増につきましては、新規追加事業の特定財源として地方債を算入しております

ので、こちらの償還金の増となっております。

積立金につきましては、歳入で説明をしました企業振興促進基金の利子収入を基金に積

み立てることによる増となっております。

普通建設事業のうち単独事業費の増は、先ほど申し上げたとおり、旧江差線施設解体撤

去事業の事業調整によるものです。

これらの変更を加えましたうえで、平成 35 年度末の財政調整基金及び備荒資金残高は、

4億 130 万円と従前計画より 2,480 万円良化をしておりますが、良化の要因としましては、

北海道新幹線に関する償却資産に係る固定資産税が想定より多かったことで、歳入が増額

となったことがあげられます。

なお、3 ページの従前計画との対比で、一番下の基金残高が平成 28 年度から平成 32 年

度まで、対比がマイナスとなっておりますが、これは従前計画では平成 28 年度を 1 億 3,3

60 万円の黒字で算出しておりましたが、平成 28 年度 9 月定例会で企業振興促進基金 2 億

円を一般財源で造成したことにより、決算では 700 万円の基金繰入を行い、収支不足を補

てんをしているため、基金残高が減少したためです。

最後に、6 ページ目が基金額等の推移となっておりますが、こちらピンクに着色してい

る箇所が、収支不足に充当できる財源となり、財政調整基金と備荒資金を合算しまして、1

0 万円単位に四捨五入をした数値が水色で着色した箇所になります。
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その他特定目的基金につきましては、決められた目的に即した事業のみ充当できる基金

となりまして、収支不足には原則充当ができない基金となっております。これらを含めま

した平成 35 年度末の基金等残高は、こちら 10 億 4,810 万円となっております。

以上で、こちらからの説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

平野委員長 それでは、資料の説明を終えましたので、各委員より質疑を受けたいと思い

ます。

今回、財政収支計画を見直すにあたって、この振興計画の内容を変更というかした部分

というのは、ないのですよね。振興計画は、もちろんそのままという認識でいいのですか。

田畑主査。

田畑主査 振興計画につきましては、変更する部分はありませんが、そちらに盛り込む事

業と言いますか、そちらにつきましては当然、振興計画は 10 年計画となっておりますので、

その都度、新規事業については、追加をするような形になっておりますので、そちらの事

業自体については、追加を随時しております。

なお、こちらにつきましては、まちづくり新幹線課のほうで振興計画のそういった管理

ですとか、そういった修正ですとか、そういったものは行われております。

平野委員長 それで今後、発生するであろう新しい事業と言いますか、公共施設の見直し

計画で取り崩しなのか、いろいろな面でお金がかかってくる。また、下水道で個別の補助

があると。もちろんそれもこの中には反映されていないですよね、金額の中には。そうな

った時に、新たなその事業が今後発生した時に、はたしてこの残高でやりくりできるのか

というのが率直な感想なのですよね。その辺の見解というか。

田畑主査。

田畑主査 先ほどお尋ねにありました公共施設の長寿命化ですとか、そちらの部分にかか

る費用につきましては、10 年間の単位ではありますが、ある程度費用には既に盛り込まれ

ているところです。従前の計画の中に、既に年度自体 10 年計画の中に、例えば公民館の設

備改修ですとか、そういった部分については、費用を既に盛り込んでおりますので、ある

程度の部分はもう公共施設の関係については、カバーはできているというふうな認識を持

っております。

そのほかの例えば公共施設が新たに造られたですとか、そういったところがありました

ら、また追加するところはあるとは思いますが、現状ではそういったところになっており

ます。

平野委員 取りあえず、わかりました。

皆さんのほうから、何か質疑はございませんか。

竹田委員。

竹田委員 先ほどの説明の中で、旧江差線の解体の関係ですけれども、32 年で全て事業を

終えるというのか、全部撤去するという説明で受け止めたのですけれども、これは以前こ

の江差線の解体の費用については、部分的には必要な部分は解体・撤去するということだ

けれども、放置箇所もあるのかなというふうに当初、受け止めていたのですけれども、全

てを 32 年までに整理をしてしまうということなのかどうなのか、まずそれを 1点。

それと、やはりいまこの資料を見て、計画の最終年次の 35 年。基金残高も 4 億円という
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状況で、前年度から見ればドンドン半減しているという。このあとの例えば見通し含めた

場合に、40 年までに見通した場合に、もう基金残がないという状況でないのかなというふ

うに思うのですよね。この減り具合から見れば。はたしてその辺の見通しというのはどう

いうふうに、ここの資料には出ていないけれども、このあとの年次の部分ではどう財政担

当として押さえているのか。いろんなそれによっては、やはり当初計画している事業もい

ろいろローリングしなければいけないだろうというふうな懸念もちょっとあるものですか

ら、振興計画見合いもありますし、その辺どういうふうに考えているのか、現段階の。

平野委員長 2 点について。

若山課長。

若山総務課長 まず 1 点目の旧江差線の解体なのですけれども、当初、基金に積んで 32 年

度までに解体でこの事業を終えたいということでの計画を練っていて、それで基金を積ま

せていただいて、そこから毎年その基金を利用して解体をしていくという計画をしていま

した。その中では当時、ＪＲさんから譲渡を受けた中で、解体費用を町のほうでもらって、

町のほうで使い方をある程度任せられているという部分がありまして、ただし北海道の管

理する河川の中にある橋脚とか、どうしても撤去しなければならないものというのが実は、

線路として目的が果たせないとすれば、撤去しなければならない。最低限はそういうこと

もやりながら、あるいは町のほうで当面支障のない、利用計画のない鉄路、枕木について

は、存置もありという中で、その後ある電力会社が上ノ国から木古内までの送電の相談も

ありまして、その中では既存の橋梁、北海道の河川にかかっている橋梁も利用したいとい

いう中で、いま協議が進んでいるところです。その場合は、電力の線が河川を占用したい

ということですから、その目的のために橋脚を残すことも可能性は残っているということ

で、その場合はその橋脚が存置になる。その場合は、費用がある意味かからなくて済むと

いうこともあり得るということで、取りあえず 32 年度は貼り付けはしてありますが、これ

は全額消費されるかというとそうではないということで、現在その辺の流用性があるとい

うことで、ご理解いただきたいと思います。

それから、ご心配のとおりこの財政収支計画上は、35 年度で現在の 19 億円から 4 億円

くらいまで基金がなくなっていくような形ですけれども、財政サイドとすると先ほど田畑

から申しましたとおり、第 6 次の振興計画をある程度この中で計画に入れながら、収支を

計算するとこんなふうになっていきますけれども、もちろん 26 年度に策定した第 6 次の振

興計画のいま 4 年目くらいなのでしょうか。随時、まちづくり新幹線課のほうで今後も 6

次の振興計画については、毎年度見直しも図りながらやっていく中では、いま現在あるも

のについては、網羅できるように計画も進んでいますが、いまご心配いただいているよう

に、ものによってはあるいはローリングですとか、あるいは前倒しをしなければならない

ものとか新たなものとか出てくる可能性もありますけれども、その辺は町全体として高率

の良い方法で、35 年度以降一気になくなるようなことは決してないように、随時、財政計

画を見直していきたいとこのように考えております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 江差線の関係、いま実態というかそれはわかったのですけれども、先ほど田畑

主査の説明では、江差線の解体の事業を終結を終える。そして、基金もゼロになるという

説明をしなかったですか。基金は 32 年でゼロになると。実態はそうではないということな
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のか、そうなのかによって違うでしょう。当初の計画どおり、32 年で基金も全部使い果た

すということなのか、存置の部分もあるとすれば若干、基金が残るのではないのかなとい

うふうに思っている。だから、その辺がちょっと見え隠れしているのですよね。

平野委員長 若山課長。

若山総務課長 繰り返しになりますが、いま予定されている電力会社との協議中でありま

して、これから電力会社のほうとたぶん国の認可とかを受ける作業に入っていくと思うの

です。その認可が下りないうちは、うちのほうとすると計画上は解体に向けたことで、い

ま現在は進んでいると。ただし、認可を受けて電力線を埋設、あるいは橋梁にきょうがし

ていくということで、橋を解体しなくてもよくなった時点では、この基金のあり方を再度

検討して、場合によってはこの特定目的基金が目的を果たし終えるのかもしれません。と

いうことでいま現在は、32 年度までの計画で積んでいる基金を利用して解体をするという

計画自体は変えていないということで、ご理解いただきたいと思います。

平野委員長 佐藤副委員長。

佐藤副委員長 江差線の解体については、32 年度までというような理解はいたしますけれ

ども、現在、トロッコの運営会社が使っている線路です。あれは、将来永久に残すという

考え方なのですか、それとも何年度までというような計画もあるのですか。

平野委員長 若山課長。

若山総務課長 いまご質問の現在トロッコが運行している箇所については、町の施設とし

ていま現在、土地も線路も町で譲渡を受けた施設を利用してやっていますから、そこのと

ころに別な計画が出ない限りは、町のサイドに任せられているということですから、いま

産業経済課のほうで観光の関係の計画も練り直している中で、トロッコの部分がどういう

また形になるか別にして、あそこがほかの事業者から何かお願いをされているとかという

ことはいまないので、当面は存置すると思います。

平野委員長 ほか。

田畑主査。

田畑主査 先ほど課長からご説明がありました旧江差線の基金の関係に若干補足をさせて

いただきますと、こちらの基金につきましては、旧江差線の解体撤去費ということで、Ｊ

Ｒから助成をいただいて、基金助成をして、その目的のために作られた基金でありますの

で、一応こちら全施設を解体撤去するということで、当初では計画立てて振興計画にも登

載をされておりますので、計画上は 32 年度までには使い切って撤去をするような形で盛り

込まれております。ただし、先ほど申しましたとおり、実際撤去しないものも今後出てく

ることもあろうかと思いますので、こちらにつきましては決算時にこちらの収支計画のあ

る程度、決算時に残額が残りましたら、この部分は一般財源に含めるか、若しくは財政調

整基金ですとかに新たにその残額を積み立てるですとか、そういった形でこちらの収支計

画のある程度プラスになる要因として残しているところであります。

平野委員長 又地委員。

又地委員 そうしたら、大変都合の良い話ばかり耳に入ってくるのだけれども、例えば撤

去しないと。課長が説明したように、ピアをどこかの電気会社が云々とかとありますよね。

そうすると、ＪＲさんからもらった基金の中で、そういうものは撤去しなさいよとなっ

ているのだけれども、ピアとか。だけれども、撤去しなかったら返せという話にならない
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のかどうかと。そうすると、ちょっとまた変わってくるのだよね。その辺の確認と、それ

からＪＲから江差線の部分で、線路を撤去した部分等々があるわけです。鶴岡の頭首工の

近辺だとか、ありますよね。道のほうから道道江差木古内線の関係で、路線を広げたいと

かという話は、たまたま道に行ってそういう話を聞いてきているのですけれども、例えば

ＪＲの土地が町有地になったと。その部分で、例えば道路を拡幅するために木古内町さん、

売ってくれませんかとかという話というのは、現段階でありませんか。

平野委員長 若山課長。

若山総務課長 ご心配になられているとおり、ＪＲさんから町のほうにまず受けた金額と

いうのは、既存の線路の撤去費、あるいは橋梁の撤去費用。ただし、一部小さい小水路み

たいなところにかかっている管で、不整備の中で線路ができているところの不整備の撤去

費用まではないのですけれども、5 ｍ以上の橋梁形式の部分については、その撤去費用を

いただいています。その中で、町のほうの都合で、そのまま存置できるものをＪＲさんが

返せとかそういう話は当初から、それは町に委ねられていると。ただし、北海道の河川に

ついては、ＪＲさんと北海道さんが事前に協議した中では、線路としての目的が終わるの

であれば、それは撤去していただくのが前提ですねという中で、町のほうも入りながらそ

の費用も町でいただいてはいます。町のほうもそれについては、河川管理者と相談の中で

は、撤去するのが原則と言われていましたから、先ほどから申しているとおり、32 年度ま

でに撤去するという計画で進んではいました。ただし、ちょっと電力会社が進出してきた

中で、河川を占用する理由ができたということでは、そこの部分が北海道に対して河川占

用を別な形でできるということで、それは撤去しなくても良いといういま内々の下協議な

のですけれども、それについてＪＲさんが返却を求めろということは、当初からそれはな

いです。ですので、そこは町とすればお金が残せる要因になるかもしれないという。いま

の時点では、それがはっきりしていないということでご理解いただきたいと思います。

それと、道道については現在、線路の土地も合わせてＪＲさんから町に移管になりまし

た。その中で一部、道道に拡幅に北海道が利用したいという土地がありまして、線路の部

分の撤去費用は町がいただいていますから、町が責任を持って撤去をしました。道道にな

る部分です。ただし、土地については更地にしたということで、北海道が町から買ってい

ます。これは、もう 27 年度・28 年度実績があります。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 もう 1点、教えてください。歳入の部分で新幹線にかかる固定資産の増の部分、

それと前に総務・経済常任委員会で説明されたように、その分交付税が減額されるという

部分。この数字が正しいだろうと思うのだけれども、その辺の何か積算の根拠になるもの

がもしあれば、固定資産ではいくら入ってくる、その分の全額なのか何パーセントなのか

が交付税がその分減額される。そういうものと、ただこの数字だけを見れば、かたや税収

が伸びている、交付税はドンドン減額になっているというその辺が。そして、年次によっ

ては 3 ページの資料を見れば、29 年・30 年・31 年と交付税の減額が大きくなってきてい

るのですよね。その辺が税収見合いとの部分の関係なのか、いま国の指針の中での交付税

の算定がこういう方針なのだということなのか、その辺もう少しわかるものがあれば、で

きれば資料まではいかないにしても、口頭でも結構ですからその辺の説明を願いたいと思
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います。

平野委員長 田畑主査。

田畑主査 竹田委員からもお尋ねであります、普通交付税の算定の関係でございますが、

今回の収支計画で減額となっている要因としましては、以前 29 年度の普通交付税の交付額

が決定された時にもご説明をさせていただいたとおり、交付税につきましては、もともと

人口ですとか道路の長さ、延長、面積ですとか、下水道の整備状況ですとか様々な要因を

勘案した中で、通常これだけの費用がかかるものというのをまず算出をしまして、その上

で税ですとかそれぞれ国からの交付金ですとか、そういった通常収入されるであろう費用

を差し引いた残りの部分について、交付税というのが算定をされることになっております。

ですので、固定資産税が増えるというふうになりますと、自ずと収入額が増えますので、

不足になる部分が当然減りまして、交付税が減額となるというふうになりますが、その交

付税の中に算入されている税につきましては、税額が全てということではありませんので、

ある程度課税額に対しまして、0.75 程度というような算出をしております。通常、収入で

すとか当然、税が 100 ％入れば良いのですけれども、なかなかそういう訳にもいかないで

すし、滞納という部分でも残ってしまう部分もどうしても出てきますので、こちらにつき

ましてはある程度全国の市町村の中で平均的なと言いますか、ある程度良いところの徴収

率ですとかそういった部分で算入をしておりますというところがあります。

各年度それぞれ減額となっている要因としましては、まずこれが 1 点ありますが、ほか

にこれも 29 年度の普通交付税の決定の時に説明を一部させていただいておりますが、現在、

普通交付税につきましては、平成 14 年度に国のほうの三位一体改革がありまして、その際

に大幅に減額をしておりますが、その後徐々に回復をしまして、平成 25 年度をピークに横

倍から微増という部分が続いております。平成 29 年度は一応、固定資産税の先ほど言いま

した増額により大幅に減少しておりますが、そちらを差し引いても現在、国の方針の中で

は 3 ％程度の減少ということになっております。こちらにつきましては、平成 27・28 年度

あたりから以前は徐々に上がってきたものが、国の地方財政計画上でも 2 ％程度ずつ減少

するような計画でいま推移をしておりますので、こちらの要因としましては、普通交付税

の中に含まれていますトップランナー方式の導入です。先ほど言いました税の徴収率の高

いところを取って、そちらの収入額を算入するですとか、あと業務の民間委託ですとか、

そういった経費の節減に努めた団体に対して、ある程度交付税を優遇して、そういったと

ころを進めることを促進するような仕組みが交付税の中でもとられているところでありま

すので、そういった部分である程度ちょっと減少する見込みがいまのところ立てられてい

るところもありますので。そういった部分も含めまして交付税、一応この収支計画上は算

定をさせていただいているところではありますが、ただ交付税につきましては、正直言い

ますと毎年度、制度自体が変わっていくところでありますので、なかなか資料としてそう

いったものをお出しするというのがちょっと難しいところがあるということで、ご理解い

ただければと思います。

固定資産税の新幹線関係で増えた部分につきましては、駅舎の部分はありますが、こち

らにつきましては平成 28 年度から課税されておりますので、こういったところで前回の計

画にも盛り込んでおりますが、今回は償却資産の部分。鉄路ですとか、そういった構築物

ですとか、そういった関係につきましては、新幹線の鉄路全てを国のほうでＪＲから国が
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データーをもらって、それぞれの市町村に割合で交付されるような形になっておりますの

で、こちらについて 29 年度以降盛り込んでいるところでありますが、償却資産につきまし

ては、ご存じのかたもいるかと思いますが、毎年度減価償却をしまして、毎年度評価額と

いうのが落ちていくような制度になっておりますので、こちらにつきましてはある程度そ

ういった評価見合いと言いますのを加味をしながら、収入に盛り込んでいるところであり

ます。

平野委員長 ほか。

私のほうから何点かなのですけれども、最初に竹田委員から 35 年以降の心配な話をされ

ましたが私も同様で、ただ歳入は当然低く、歳出は全ての施策を行った上でということで、

かなり低めの算出をしていると。前回の収支計画を出した時も、そういう説明を受けまし

た。ですので当然、この 35 年を終わった時にこの 4億円という数字ではないとは思います。

ただ、いまの交付税も毎年毎年制度が変わるという中で、人口減少も予想以上に進んでい

る中で、その安易な考えではいけないと思うのです。

その中で、4 億円のその後です。これは 6 次振興計画に則って、26 年度から 35 年までと

いうのが基本の財政収支計画の作成の基準だと思うのですけれども、35 年以降の 36 年・3

7 年を作っていくタイミングというのか、どのような計画で作っていくのか。この 7 次の

振興計画に合わせて作るものなのか、どうなのか。以前は、平成 25 年に出していただいた

時は、平成 32 年までの 10 年間を出したその後の 4 年間を仮に、32 年までの同程度で推移

した場合は、という参考の資料も付けていただいたのです。ですので今後、できれば 36 年、

今後 5 年くらいまで、このままの計画でいくとということで、さらに将来を見据えた計画

書の作り方を希望したいなと思います。その部分について、担当課として考えがあればお

聞かせいただきたいのが 1点目。

それと今後、当然ながらこの 4億円からいかにもっと残しておくかというためには歳出、

いわゆる経費の節減等々あるわけですが、それにも限界があると思います。歳入を増やす

というのが一番手っ取り早いのですけれども、それも難しい話で。ただ、それを考えてい

く中で、ここで歳入の算出方法の 4 ページ目があるのですけれども、これパッと見ると繰

越金は計上しないと書いてあるので、じゃあ繰越金の分も増えていくのだなと思ったら、

これを見ると繰越金はないわけで、実質繰越金を計上したとしても同じ数字ですよね。寄

附金は計上しないというのが唯一、プラスになる件なのかなと思うのですけれども、町と

してこの 4 億円を増やすための歳入を増やすための財政担当としての考え。寄附金をふる

さと納税も含めて頑張って増やしていこうと思っているのか、どうなのかという考えをち

ょっとお聞かせいただきたい。

副町長。

大野副町長 担当のほうからも申し上げましたが、第 6 次振興計画の実施を事業を全てす

るというのをこの計画の中に盛り込んでおりまして、第 6 次は平成 35 年度まで。いま委員

長がおっしゃいます 36 年以降を数字を入れるとすれば、36 年以降の事業をどう組んでい

くのかという視点で、それぞれの担当部局が数字を上げてこないと財政としては作れない

という状況です。ですから、必要だというふうなことで取り組むとすれば、このあと振興

計画の前期の 5 年が済んだあとに、11 年目以降です。36 年度以降についての見通しを立て

ていくということになれば、数字は入れていくことができるということになります。いま、
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どういう事業を建設事業等、物件費等、これは人件費は出せます。人件費は出せますが、

物件費等がなかなか出し切れないということもありますので、そういった中では公共施設

等の総合計画、あるいは橋梁の長寿命化ですとかそういうのも作っていますから、そうい

ったものを入れて総合計画で言えば個別計画をいま作っているところですし、そういった

ものが入っていけば作ることは可能となりますが、現時点ではちょっとすぐにできる状況

ではないということで理解をしていただければというふうに思います。

それと、収入を増やしていくという方向では、町長含めてふるさと納税の今後のあり方

について、検討をしております。近い時期にそれぞれ関係する部署がもう一度集まって、

どういった方策で伸ばしていくのか、あるいは現状で対応をせざるを得ないのか。それは、

中心となるはこだて和牛なのですが、なかなか欠品という状況が続いたりしているもので

すから、伸ばせないと。これは物理的な事情もありますから、その辺も整理をしながら、

年内には担当部局が集まって検討しようということになっていますので、まず収入を増や

していきたいという思いはあるということで、理解をしていただければというふうに思い

ます。

この計画を作って職員に周知をする中で、35 年度には 4 億円の基金に減っていくという

状況を見定めて、やはり職員は仕事をしてもらわなきゃならないですので、現在の事務事

業を進めている中で、少しでも減額できるようなそういう運営をしていくということで、

逆に財源が残っていくと。こういうような結果にしていきたいというふうに思っておりま

す。

平野委員長 副町長の考えについてはわかりましたし、説明も理解のするところです。

ただ、いま同じことをおっしゃったのですけれども、この 4 億円について危機感持って

取り組んでいただきたい。さらには、危機感を出すためにもいよいよ財政難でゼロになる

んだぞというところまでの数字があってもいいのかなと私は逆に思うのです。

それで、いまの話からいくと 7 次の振興計画が出なければ、36 年以降の数字が出てこな

いということですか。それとも中間の部分で、中間からさらに 5 年後を考えた数字を作っ

ていくということですか。

副町長。

大野副町長 カチッとした数字というか、これで進むんですという数字にはなりきれませ

んが、担当部局としましてはそれぞれ建設水道課なら建設水道課、産業経済課なら産業経

済課、10 年先の考え方はやはり持って仕事をしてもらっていますから、そういったいま持

っているものを集めて、入れるということはできます。最初に、この財政収支計画を作っ

た時に、そういう数字をもらいました。もらって作っていますから、できないことはない

ので、ただ私が言いたかったのは、まず前期 5年の振興計画の事業をやって結果を出して、

それで次に 11 年目以降の計画を出してくれというふうにしたいなと思っていたのです。

平野委員長 30 年が終わった後、その結果も踏まえてその後、検討というか、するという

認識でいいですね。わかりました。

新井田委員。

新井田委員 私のほうから、この 6 次振興計画があと 28 年以降 6 年ほどあるのですけれど

も、先ほど田畑主査のほうから交付税のあり方について、ちょっと説明がありましたけれ

ども、その中でいわゆる構成の中で、この町内あるいは全般寄与した形でいけば、交付税
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も上乗せの状況になると。そういう点もありますというようなお話があったけれども、や

はりその点を我が町としても、この 6 年間の中で 4 億円を 5 億円にできるのか 6 億円にで

きるのかわかりませんけれども、そういう部分をきちんとアイディアを出しながら、そう

いう交付税のあり方をもう一回中身の見直し、あるいはそういうことをきちんと踏まえた

中で、何をすれば交付税が増えていくのだと。木古内町のためにこういうことをすれば行

政としてこういうことをしていけば、これだけの上乗せができる可能性があるとか、そう

いう部分をやはり少し揉む必要があるのじゃないかと思います。

いま言ったように、第 7 次の数字に関しては非常にいろんな部分で、いまいま数字とし

て表せない部分は当然あると思いますので、やはり残された計画の中で、残された年数の

中で、行政としてもいま言ったように、結果は同じ言い方なのですけれども、もう少し知

恵を出していただいて、交付税をいま何回も言いますけれども、こうすればああすればも

っともっと国からお金をいただけるというようなそういう部分をやはりもうちょっと考慮

していただいて、一致団結の中でやっていただければなと思うのですけれども、その辺の

見解というかどういう腹づもりと言えば変ですけれども、あるかちょっとお示しをいただ

ければとわかる範囲内で。

平野委員長 若山課長。

若山総務課長 先ほど主査の田畑のほうから申し上げたとおり、交付税は算定がいろんな

面から道路ですとか人口ですとか、あるいは学校、保育園、いろんな要素から決められて

いて、それに対して収入見合いということで決められている中で、我々がよく事業課との

相談の中では、事業を行うにあたっては、まずは補助金を取れる事業を目指して欲しいと。

補助事業に乗れないようなものであれば、有利な起債、あとで交付税がバックになるよ

うな起債を何とかか展開できないかと。こんなことをはじめに相談しながら、事業を進め

ています。

例えば昨年でいけば、まちづくりの駅前の取り組みですとか、そういうソフト事業に全

国で何町村かしか選ばれない中で選ばれて、補助金がいただけたと。こういったことを今

後も場面場面で、得策になるような補助金を見出しながら、事業を進めていくことによっ

て、後年次の負担が少しでも軽くなるのかなという気はしております。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 先ほど 1 ページの平成 29 年度の交通安全対策特別交付金、ここすみません。た

ぶんデータはどうなっていますか。その確認です。

平野委員長 田畑主査。

田畑主査 29 年度の交通安全対策特別交付金のこちら伸び率につきましては、27 年度から

ゼロで推移をしておりますので、ちょっと算定上は本来であればマイナスというような標

記ですとかになるところでありますが、実際今年度につきましても、予算上は 10 万円とい

うところで計上しておりますが、こちらにつきましてはもう既に交付の時期が終了してお

りまして、今年度も交付されないような形になりますので、実際はこちら決算ではゼロに

なるところであります。

平野委員長 又地委員。

又地委員 4 ページの歳入の部分の下からの諸収入の部分あるでしょう。ここに、「学校給

食費本人負担金や保健事業を本人負担金」とあるのだけれども、学校給食に関しては無料
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化にしたわけですよね。そうすると、この文言というのはちょっと馴染まないなというよ

うな気がするのだけれども。

平野委員長 田畑主査。

田畑主査 学校給食費につきましては、児童生徒に関する給食費はいただいておりません

が、そのほか先生ですとか教師ですとか、そういったかたからはいただいておりますので、

こちらのほうの説明が足りなかったもので申し訳ありません。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上をもちまして、総務課の財政収支計画の見直しにつ

いての調査を終えたいと思います。

総務課の皆さん、お疲れ様でした。

次の病院事業の方々が来られるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 51 分

再開 午前 11 時 02 分

（２）＜病院事業＞

・国民健康保険病院事業会計及び介護老人保健施設事業会計の上半期収支状況について

・病院事業職員住宅の建設場所の変更について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査事項は病院事業で、国民健康保険病院事業会計及び介護老人保健施設事業

会計の上半期収支状況についてでございます。

それでは、資料が事前に配付されておりますので、早速、資料の説明を求めます。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 改めまして、おはようございます。

いま委員長のほうから上半期の状況の説明を求められたのですけれども、先に資料のほ

うに配付しております、2 番の病院事業職員住宅の建築予定地の変更について、ご報告さ

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

平野委員長 お願いします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、資料のほうは 14 ページになります。こちらをお開きく

ださい。

先月、議会の委員会のほうより副町長のほうへ、病院職員の建設予定地が変更になって

いるということで連絡を受けまして、私のほうで本来であれば予算委員会時にご説明して

おります、建設予定地と変更になっているということで、事前に報告すればよかったので

しょうけれども、そのことを失念しておりまして、報告していなかったということで、ま

ず前段大変失礼をして申し訳ございませんでしたということで、お詫びをさせていただき

ます。

まず、変更理由につきましては、予算委員会の時にもご説明をさせていただきましたが、
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本来であれば病院の周辺に建設したほうが日当直時の病院への出勤等を考えればいいので

はないかということで、1棟目を建設しました老健の裏地に建設を予定をしておりました。

しかしその後、経営統合等が出てきて今後、恵心園と統合した場合に、職員駐車場の確

保の問題も出てくるということもあり、1 棟目のアパートの横、若しくは現在の木古内中

学校の隣接地へ建設を予定しておりますということで、ご説明をさせていただきました。

その後、改めまして建設予定地について院内で協議をしたところ、町のほうから現在建

てております病院事業職員の住宅の土地が寄贈されたというような打診がありまして、そ

こに建ててはどうかということで、改めて病院サイドで検討をしたところ、やはり当初か

らご説明していたとおり、少しでも病院に近いほうが職員にとっては住みやすいのではな

いかというようなこともありまして、いま建てておりますところへ変更をしたものでござ

います。

旧予定地と新しくいま建てております予定地につきましては、15 ページ・16 ページのほ

うに、図面として資料を添付させていただいております。15 ページのほうは、新予定地と

旧予定地のそれぞれの病院からの距離が客観的に見られるということで、両方を記載して

おります。

旧予定地と比較しても、病院のほうにかなり近いと。実際私が徒歩で病院まで行ってみ

たら、5 分かからないで行けたというメリットもありますので、こちらのほうを選択させ

ております。

また、黄色でマーキングしている箇所につきましても、町のほうに寄贈された土地であ

りますので、今後、3 棟目の職員住宅を建てるとすれば、ここに建てることもできるのか

なというようなことも踏まえ、建設予定地を変更しております。以上で、説明は終わらせ

ていただきます。

平野委員長 それでは、順番を変更しまして、先に職員住宅の予定地変更についての説明

がありました。

質疑のあるかた、お受けいたします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、また戻りまして、上半期の収支状況の説明を求めます。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

例えばなのですけれども、おっしゃったように病院にできるだけ近い場所というのは、

やはり職員の皆さんのことを考えたり、緊急的な勤務が入った場合には、やはり近いほう

がいいと私もそのような思います。

それで、見た目も同じような外観で、一般の町民のかたからも「おそらく病院関係の建

物だよね」という声があったので。色は違うのですけれども、統一したことによって、わ

かりやすくていいのかなと思います。

それで、これはちょっとどういう形になるのか私はいまわからないで質問をさせていた

だくのですけれども、入居予定日と言いますか実際いつから入られて、何人ぐらいの予定

です。実質、建物がどういう予定で動いていくのかというところと、もし入居されるまで

に時間があって、もし議会と行政が病院のほうと調整が付けば、一度中を内覧を見てみた

いなというふうに個人的に思っている部分もあるのですけれども、その辺りについて。
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平野委員長 いま答弁をいただく前に、12 月定例会が終わったあとに、現地調査で現地は

見せていただこうかという相談をしていますので、後ほど相談しますけれども。前段のほ

うだけ、答弁をお願いします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 入居予定につきましては現在、北斗市から通われている看護師が

1名引き渡しと同時に入居する予定でございます。

引き渡し日は 12 月 10 日を予定しておりますので、12 月年内中に引っ越しされると思い

ます。

あと、入居予定につきましては、いま当院に勤められているこの春新卒で来られた看護

師 1 名がきょう・あす、中を見た中で判断したいと。また、放射線技師は 1 名、1 月から

入居したいということで 3 名。プラス、いま 1 名の薬剤師で病院運営をしているのですけ

れども、薬剤師が不足しているということで募集をかけたところ、先日、薬剤師のかたが

当院で勤められたいという意向を持って、町内のアパートを見学しております。このかた

がいまほかの病院と当院を見学して、どちらか一方を選びたいということで、当院のほう

を選ばれた場合につきましては、アパートに入居したいということになっておりますので、

現時点では最大 4 戸が 4 月 1 日以降、埋まるのではないかなというような見込みでござい

ます。薬剤師がほかの病院に行かれた場合につきましても、3 戸半分は埋まるのではない

かなというような見込みになっております。

平野委員長 そのようなことで、全部で 6 棟ですよね。そのうち 4 月までに全部はきっと

埋まらないという予定なので、空きがある部屋を見せていただく相談を今後しますので、

よろしくお願いします。

ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 実は先般の時に、ちょっと話をしたのですけれども、実は 10 月の 18 日にあそ

この町内会長の話がありまして、「あの建物はどこの建物だろう」という話が出ました。

それで、色も変わった建物なので、どこかなという話をしましたら、結果的には病院の

職員住宅だと。実は私も当初、ことしの 3 月の定例会の時に、いまの旧中学校に図面も位

置も書いていたのだけれども、いつ工事にかかるのか、あそこで何もそういう工事がなか

ったので。そうしたら、あそこは病院に変更をしたのだと、こういう話が実はありまして。

もう一つは、町内会長に建物の表示が足りないと、小さいと。どこの建物で誰がやって

いるのか、看板の位置がわからないと、看板が見にくいと。誰がそれをやっているのか。

もう一つは、地域の相談もないと。地域の町内会長に何ら相談に来ないと。周りから聞

かれてもわからないという話でした。その辺がどうも私達にもそういう話がありまして、

工事の内容が地元の業者なのか、旅から来ている業者なのか、これもわからないと。だけ

れども、何か本人はあまり小さいので見落としたかもわからないけれども、そういう苦情

がありまして、その時に私はあそこは当初でなかったのだよねと。だから、その辺がちょ

っと行き違いと言いますか、地域とのコミュニケーションが足りないと。公的な建物を建

てるには、やはり町内会長にこういうふうになりますという話もあれがなかったという話

でしたので、ひとこと伝えておきます。

平野委員長 何かそれに対して、平野病院事務局長。
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平野病院事業事務局長 ご指摘のとおり、看板が大変見づらいところにあったと。また、

設置についても場所が工事の事務所の建物に立てかけてあって、夜風で飛べば困るので、

中に閉まっていたということもありますので、今後そういうことがないように気を付けた

いと思います。

また、町内会長へのご相談ということだったのですけれども、近隣のかたには病院の建

物になりますということでご説明はさせていただいておりましたので、その辺は改めまし

て気を付けていきたいと思います。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で職員住宅の予定地変更については、終えたいと思

います。

続きまして戻りますが、上半期の収支状況について、進めたいと思いますので、資料の

説明を求めます。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、病院事業会計国保病院並びに老健会計も含めまして、

特徴的な事項を私のほうからご説明をさせていただいたあとに、詳細説明は担当主査のほ

うから行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、国保病院事業会計につきましては、今年度も小澤事業管理者をはじめ、医師の診

療体制の変更はございません。また、2 年に一度の診療報酬もない中で、基本的には平成 2

8 年度の運営を踏襲する形で、行っております。

この中で、特徴的なのは平成 28 年度におきまして、試験的運行をさせていただいており

ました福島町までの患者送迎バスを 29 年度から継続的に新規でやるということで行ってお

ります。これの上半期対比につきましては、177 人増加になっておりまして、かかりつけ

医が福島町から新たに木古内町の国保病院を選択していただいたかたが 25 名くらいいると

いうようなことになっております。

また、収支につきましても、バスの運行費用にかかるガソリン代や人件費、それから医

療費を引きまして、半期では 140 万円ほどのプラスとなっているということをご報告いた

します。

また、もう 1 点目は、患者数が入院患者がこの半期で伸びなかったというようなことも

あり、また前々から病院と地域の密着性を高めるということで、今年度病院祭りというも

のを開催しております。

これは、町民の皆さんと職員の触れ合いをとおしまして、病院への理解を深めていただ

いて、気軽に病院に来ていただきたいというようなことと、健診ではないのですけれども、

日頃から健康に気を付けてもらいたいということで、病気の予防や健診への関心を高め、

町の目標であります地域包括ケアシステムの中での課題でもある「元気な高齢者を作って

いきましょう」という観点から、病院祭りでは血管年齢の測定や肺年齢測定、そして健康

チェックコーナーも行いながら、開催したところでございます。

当初、200 人くらい集客を見込んでいたのですけれども、残念ながら実際に足を運んで

いただいたかたは、半数程度の 108 名というような形になっております。

しかし、実際はじめてやったものですから、当初 200 名来ていたらかなり来ていただい
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たかたに、待ち時間があるというようなことも十分考えられましたので、初年度としては

まずまずの成果だなというふうに思っております。

ですので、来年度以降も試行を凝らしながら引き続き、病院が地域住民の皆様から親し

まれるというような運営スタイルになるように開催をしていきたいというふうに考えてお

ります。

経営のほうにつきましては、資料をご覧のとおり、入院患者が大きく減少しております。

このことで、入院収益が 4,700 万円減収ということになっております。ただ、単価につ

きましては、入院・外来とも微増という形でなっております。

また、外来患者数につきましても、増えておりますので、これは入院患者数の減少が大

きかったというのはありますけれども、国の社会保障政策の流れであります在宅医療、在

宅介護に取り組んできた部分も少し入院患者の減少につながっているのではないかなとい

うふうに思います。

今後の病院運営につきましては、2025 年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、病院

の運営スタイルをどうしていかなければならないかというのをきっちりやっていかなけれ

ば、経営のほうは順調になっていかないと思いますので、この入院状況を見極めながらし

っかりとした対策を考えていきたいなというふうに思っております。

一方、費用のほうにつきましては、給与費が増嵩しております。前年度職員給与比率は、

60 ％台まで下がったのですけれども、今回は 73.6 ％に増嵩していると。この要因は、入

院収益が下がったのと、将来的に不足する見込みである看護師を先行的に採用してきてい

るというものが大きな要因でございます。前年対比で申し上げますと、看護師は 3 名増え

ていると。一方、非常勤職員につきましては、正看護師 1 名、准看護師 1 名が減少になっ

ているということで、看護師全体では 1名の増というようなことになっております。

経費につきましては、患者数は減少したのですけれども、こちらのほうについては、微

増という形になっております。

減価償却費は、電子カルテの更新等があったため、約 1,000 万円くらい増嵩したという

ことになっておりまして、トータル的な半期の黒字につきましては、減収減益というよう

なことで、前年比 4,700 万円収支が悪化したものの、黒字赤字ということであれば、100

万円の黒字になっております。

また、資金ベースにつきましては、前年度と対比して 9 月までの現金が 6 億 1,070 万円

ということでございますので、1 億 300 万円減っております。ただし、この 1 億円につき

ましては、介護老人保健施設への短期貸し出しということで行っておりますので、資金全

体だけを考えれば 300 万円の減少に留まっているというようなところでございます。

また、収支計画との対比ですけれども、平成 29 年度で病院の改革プランを策定しており

ます。このプランとの簡単な対比では、入院患者は 60 人で見込んでいたのですけれども、

50 人と 10 名の減になっております。単価につきましては、2万 9,540 円が 3 万 935 円と 1,

400 円ほどアップしております。

一方、外来患者につきましては、計画が 153 人に現状 153 人と全く同じでございます。

単価は 8,417 円の計画に対し、8,919 円と 500 円になっております。

平成 29 年度におけます改革プランにおける経常収支は、4,500 万円ぐらいの赤字になる

のではないかというふうな計画でございますが、今後、上半期の患者が 5 名程度増えたと
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いうような仮定のもと、収支決算を見込んでおりましたら、経常収支では 2,500 万円から

3,000 万円ぐらいの赤字になるのではないかというふうに見込まれております。ですので、

収支計画よりは数値は良いものの、このままでは平成 29 年度の決算は赤字が見込まれると

いうような状況になっております。

次に、老健事業会計の特徴ですけれども、こちらにつきましても施設長は小澤先生が引

き続き、兼務という形で行っております。

介護報酬ですが、こちらのほうは 3 年に 1 回の改定になるのですけれども、今年度臨時

的な改定が行われております。全体でプラス 1.15 ％ということで、内容につきましては、

介護従事者の処遇改善を実施しましょうということで、月額 1 万円相当を引き上げたいと

いうような中で、改正がされております。詳細につきましては、経験若しくは資格などに

応じて、昇級する仕組みを構築したところを一定的に評価をするということでございます

ので、うちの職員にあたっては 4 月に昇級もしておりますし、資格に応じて手当も出して

いるというようなことで、これも対応をさせていただいているところでございます｡

このような中、29 年度につきましても、老健の使命であります在宅復帰を見据えて運営

をしてきております。

しかしながら、地域ニーズとの乖離が少しありまして、今年度につきましても稼働率が

前年が 67.8 ％だったものが、58.8 ％と 9 ポイント下がっております。これの影響で入所

の収入につきましても、1,650 万円の減少になっております。

一方、在宅復帰を進めておりますので、通所並びに短期入所については、それぞれ微減

から増というようなことで、単価についても維持しているところでございます｡

一方、職員につきましては、前年からワンステーションを閉鎖し、60 名体制で行ってお

りますが、こちらについても効率的な運営ということで、介護従事者の不足している分が

なかなか補てんできないと。また、地域ニーズについても 60 名を超える運営が見込めない

ということで、60 名定員というような中で行ってきております。

この結果、収益も減りましたが、老健につきましては損益だけみれば、1,000 万円の黒

字というようなことになっております。ただ、老健も病院も建物に対する借金の返済があ

りますので、単年度の損益を確保したとしても、資金繰りが厳しくなるという問題点もご

ざいますので、ここをきっちり払えるような経営スタイルにしていかなければならないと

いうような課題になっております。

老健につきましては、先ほど病院事業会計のほうから申し上げましたとおり、年度当初

に 1 億円借り入れして運営をしております。これにつきましては、3 年据え置きの 10 年払

いということで、3 年間元金の返還はありませんので、この 3 年間の中でいま進めており

ます恵心園との経営統合により、体制を強化した中で健全経営を図っていきたいというふ

うに思っております。

それでは最初に、病院事業会計の詳細説明について、担当の西山からご説明申し上げま

す。

平野委員長 西山（敬）主査。

西山（敬）主査 皆様、おはようございます。国保病院経営管理グループ主査の西山です。

それでは、私のほうから国保病院の上半期の詳細について、ご説明いたします。

はじめに、資料の 3ページ目をお開きください。
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患者の利用状況等について、ご説明したいと思います。

まず上の小さい表では、延入院患者数と外来患者数の実績を掲載しております。

上半期の入院患者数、平成 28 年度は 1 万 658 人、今年度につきましては 9,109 人で、対

前年において 1,549 人の減となっております。また、外来患者数につきましては、平成 28

年度 2 万 223 人に対しまして、今年度 2 万 721 人と対前年において、498 人の増という状

況となりました。

これにつきましては、資料の 5 ページ目をお開きいただきたいのですけれども、詳細に

ついて患者の利用状況ということで、四つの表を掲載しております。

上の 2段につきましては入院患者、真ん中から下 2段が外来患者となっております。

まず一番上の表ですが、入院患者を内科、外科、整形外科に分けたものを掲載しており

ます。外科は、昨年度よりも増加いたしましたが、内科、整形外科につきましては、減少

したという状況となっております。

二つ目の表につきましては、町村別を区分したものとなります。こちらの表に西部四町

を掲載しておりますけれども、入院につきましては、全町において減少したという状況と

なりました。

また 3 段目につきましては、外来患者になりますけれども、こちらの科別で歯科をはじ

め、外科、透析、泌尿器科が増加という状況となっております。

また、一番下の町村別では木古内町以外の 3 町において、外来患者数が増加したという

状況となっております。

なお、6 ページ目をお開きいただきたいのですけれども、こちらにつきましては、平成 2

2 年度以降の入院患者、外来患者のそれぞれ月ごとに推移した表を掲載しておりますので、

後ほどご参照いただければと思います。

それでは、資料の 3ページ目に戻っていただきたいと思います。

資料の 3ページ目ですけれども、収支状況の説明について、ご説明いたします。

まず、収入です。こちらの入院収益から他会計負担金までの 4 項目を合計した医業収益

が昨年度は、6 億 2,018 万 7,308 円に対しまして、今年度は 5 億 8,119 万 4,769 円という

ことで、対比いたしますと 3,899 万 2,539 円の減となっております。

要因といたしましては、先ほど事務局長のほうからもご説明がありましたように、やは

り入院患者数の減少が一番大きな要因となっております。

一方、外来につきましては、歯科及び透析等の患者数の増加もあり、外来収益について

は、増加となっております。

次に、医業外収益ですが、こちらにつきましては、前年度とほぼ横ばいという形となっ

ております。

よって、収入の合計が平成 28 年度では 6 億 5,950 万 2,874 円、平成 29 年度今年度にお

かれましては 6 億 1,953 万 2,904 円と、合計を対比いたしますと、3,996 万 9,970 円収入

が昨年より上半期で減っているという状況となっております。

次に、費用ですけれども、給与費から研究研修費までの医業費用が平成 28 年度、5 億 9,

681 万 939 円に対しまして、平成 29 年度では 6 億 643 万 7,794 円、対比いたしますと 962

万 6,855 円の増となっております。

主な要因といたしまして、将来的な定年退職を見越した看護師の採用を進めていること
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で、給与費が増嵩していることと、あと昨年度電子カルテの更新を行っております。それ

に不随して、画像診断システムや検査のシステム等も更新いたしましたので、その部分の

減価償却費が増嵩したことによる増加となっております。

次に、医業外費用ですが、平成 28 年度 1,299 万 9,473 円、今年度につきましては 1,203

万 4,154 円で、対比いたしますと 96 万 5,319 円の減となっております。これにつきまして

は、企業債に対する支払利息の減ということになっております。

支出の合計ですけれども、昨年度 6 億 1,090 万 1,212 円に対しまして、今年度は 6 億 1,

847 万 8,898 円で、昨年度と対比いたしますと 757 万 7,686 円増という形となっておりま

す。

この収入の合計から支出の合計を差し引きまして、一番下の数字になりますけれども、

平成 28 年度では 4,860 万 1,662 円の黒字ということになりました。今年度につきましても、

利益は大きく減ったものの、上半期で 105 万 4,006 円の黒字となっております。

続きまして、4ページ目をお開きいただきたいと思います。

こちらのページの上段にあります、経営分析に関する調べということで、ここでは項目

を六つ掲載しております。

1 番の病床利用率から 6 番の医業収支比率までありますが、4 項目の対医業収益、これは

職員給与費の医業収益に対する割合意外は、数値が上がれば前年度より良化しているとい

うことになります。

なお、病床利用率及び入院患者数、また経常収支、及び医業収支比率において、減少し

ているという上半期の結果となっております。これも先ほどご説明しましたように、入院

患者数の減少したことにより、病院の経営状態が昨年度より後退したと言える状況にある

と言えます。

なお、中段の表につきましては、予算額との比較になりますので、参照いただければと

思います。

説明については、以上となります。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 ちょっと私と西山との説明の打ち合わせが上手くいっておりませ

んで、実は今年度から収支状況の数値を報告するにあたって、前年度と少し変えておりま

す。減価償却費が上半期で半分、費用として掲載しておりますので、当年減価償却に対す

る収入であります、長期前受金を半期分入れないと収支のバランスがとれないだろうとい

うことで、今年度から医業外収益の中で、長期前受金の数値を載せておりますので、若干

昨年の皆さんにお知らせしている数値ときょう配付している資料に違いがあると思います

ので、その辺をご留意していただき、ご審議していただければと思います。よろしくお願

いいたします。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 34 分

再開 午前 11 時 36 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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それでは、病院の上半期の収支説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

又地委員。

又地委員 入院患者数が随分、減っている。外来に関しては、たぶん医療送迎バスの効果

が出ているのだろうとそんなふうにも思うのだけれども、入院患者数があまりにも減って

いるなという危機感を持っているのですけれども、その辺りの分析というのは要素という

か、その辺の分析はしているのかな。私は単純に、そうしたら病院に通う人方が、病院に

来る人方が、いろんな予防接種だとかいろんな部分に参加していて、病院に予防の部分で

一生懸命予防に励んでいるから、少なくなったのかなと思うところもあるのだけれども、

それにしても随分多いなという感じを受けてるものだから、その辺どんなふうに捉えてい

るのか、ちょっと知りたいと思いました。

平野委員長 西山（敬）主査。

西山（敬）主査 今回、入院患者数、昨年度と比較して 1,500 人以上のかたが減っていると

いうことで、やはりうちのほうでもこの間、分析のほうを進めてきております。

まず一つが、平成 27 年度から福島・知内・木古内含め、診療圏域の町に資料を要求して、

広報の一部に亡くなったかたの記載があると思いますけれども、その資料をまずいただい

て、年間どのくらいのかたが亡くなって、そのうちうちのかかりつけとしての患者がどの

くらいいたのかという数字をまず拾っております。

また、新患患者がどの程度いるのかというのもこれにつきましても、うちのシステムの

データから拾って、新患でかかった患者数とそのうち継続してどのくらいのかたがかかり

つけ医としてかかっているのかという部分を調べております。

また、国保担当のほうから後期の分と、あと国保のレセプトの資料と言いますかそちら

をいただいて、まずうちの町内でいくと木古内大江内科消化器科、光銭医院、大きく三つ

の病院がございますけれども、その中でどれだけのかたが外来でかかっていたり、入院は

ほぼうちの病院という形にはなるのですけれども、どのくらいのかたがいるかというのを

木古内と知内町、ちょっと資料が膨大な資料になるものですから、福島町までここの部分

については調べてはいないのですけれども、そういった部分を調べながら、最終的に町と

して後期で負担している医療費がどのくらいあって、そのうち当院のほうに負担されてい

る分がどのくらいあるかという部分を現在、調査しながら分析している状況です。できれ

ば、もう少し福島町の資料等も含めて、最終的に細かい部分も皆さんのほうに回答できれ

ばなということで、実際いま現在分析のほうは進めているという状況となっております。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 補足で一応、いま分析をしている最中なのですけれども、中間報

告という形で取りまとめた部分につきまして、少し説明をさせていただきます。

まず最初に、西山のほうが説明した自然的要因の一つ、患者さんが多く亡くなって新し

い患者さんが増えていないのではないかというようなことにつきましては、木古内町と知

内町につきましては、亡くなられたかたはそれぞれ前々年と変わらないのです。ですから、

大きく亡くなった人、そしてかかりつけ医だったかたが亡くなったことによって患者が減

ったことは、見受けられなかったです。

ただ、福島町につきましては、例年に比べこの半期で、17 人ぐらいのかたが亡くなられ

ているということで、かかりつけ医につきましても、倍くらい亡くなられているので、そ
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の影響が少し出ているのじゃないかなというふうに思っております。

ただ、これにつきましては、深浦先生が閉院しましたので、いま委員さんがおっしゃら

れているように、福島までのバスを出してこの間、25 名の新規患者さんが増えましたので、

対応としてはやっているのかなというふうに思いますので、ここはもう少し分析しながら

やっていきたいと。

また、医療費のほうを木古内、知内を調べましたので、これを調べた要因というのは、

当院から町内であれば他院、大江先生や光銭先生のところに患者さんが流れていないのか

なというようなことも心配しましたので調べたところ、当院の入院患者さん、外来患者さ

んにつきましては、75 歳以上のかたがほとんどでありますので、保険者で言えば後期高齢

者になります。ですので、ここを重点的に調べたところ、半期での医療費は 5,000 万円ぐ

らい減っています、後期高齢者の。ですので、又地委員さんがおっしゃるように、予防効

果が出てきているのかなということも思いますけれども、まずは減っているということで、

入院患者の収益が減るというのもあり得るのかなと思っております。

先ほどご説明した患者の流出ですけれども、これにつきましては町内医療機関が入院ベ

ッドはうちしかないものですから、函館に流れているのかどうか調べるとすれば、膨大な

日数がかかりますので、函館管内結構ベッドを持って置いているところがありますから、

そこをもう少し厚労省のほうでありますデータがあるので、それを活用しながら調べられ

ればいいのかなということで現在、調査を進めているところでございます。その調査にあ

たっては、民間会社のほうで 2 か月無料パックの分析システムがありますので、きのうデ

モしてもらって、この 2か月間で少しＤＰＣだけ行っている病院しかないのですけれども、

ちょっとお金もかからないので、まとめてみようかなというふうに思っております。

一方、当然入院費用というのは、外来費用とリンクするものですから、外来のほうの当

院の利用状況はどうなのかというところも後期高齢者に限って、調べております。外来患

者における費用のほうにつきましては、そんな遜色ないのですけれども、当院に占める割

合もそんなに減っていないと。減っていても 1 ％ぐらいなのです。大江さん、光銭さん、

当院とこの 3 院で、町内に分けてみても減っていないということがわかりましたので、基

本的にうちをかかりつけ医としていた患者さんが減っていないということはわかりました

ので、入院が今後どのように減っていったのかなというようなものを追跡調査していきた

いと思います。

ちょっと言い忘れましたけれども、後期高齢者の入院日数が全体で半期で 1,718 日あり

ます。これは、前年度の後期高齢者の日数と比較すると、マイナスの 11 ％です。そのうち、

うちの分が減っているのが 323 日分です。これを 1,718 日を分母とした場合のパーセンテ

ージが 18 ％です。後期高齢者全体での当院の割合というのが 50 ％あります。50 ％が函館

市内の病院に流れているということでございますので、この入院日数の 1,718 日のうち、

単純に当院の占める割合を前年度対比で比べれば、半分である 850 人くらい減ってもいい

のではないかというふうになりますけれども、実質は 323 しか減っていないということで

ございますので、医療費の減少分と対比した分については、当院が減っていないというこ

とになりますので、逆に函館市内の病院が減っているのかなというふうな推測は立ちます

が、今後改めて追跡調査をしながら、機会がありましたら報告をさせていただければと思

います。
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平野委員長 又地委員。

又地委員 それで、透析の病床の利用率、全体で割れば 50.いくらで随分下がっているな

と思うのですよね。それで、ずっと毎年聞いているのだけれども、ペナルティが発生しな

いのかという問題を考えながら、50.3 ％の利用率という中で、透析病床とそれからケア病

棟 20 床あるわけですけれども、その利用率を教えてくれませんか。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 資料がきょう手元に持ってきていないので、正確な数字は申し上

げられないのですけれども、透析の稼働率というのはベッドを特に透析というふうに設定

しておりませんので、全体の中での稼働率になりますので、これはたぶん午後からももう

一度協議が行われると思いますので、資料をお持ちした中で、お答えさせていただければ

と思います。

平野委員長 又地委員。

又地委員 将来的には、地域包括ケアシステムの構築を目指さないとだめだという部分の

中で、うちは病床の利用率が 50.3 ％、低いなと思いながらもケア病棟の利用率が知りたい

なと思っているのですよ。これは、地域包括ケアシステムを構築するためには、ケア病棟

の利用率がどうなのかと。これは、密接な連携があると思うので、その辺も午後から合わ

せて、いいですか。

平野委員長 それは、いまわかるのですか。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 地域包括ケア病棟は、急性期から回復期に向けて、入院される病

棟でありまして、基本的にリハビリを集中的に投入して、自宅に戻ってＡＤＬを上げた中

で生活をしていただきましょうというような病棟です。当然、そこの病棟には専従の理学

療法士、作業療法士を置くことになっているのですけれども、当院の理学療法士、作業療

法士からの現在の基準からいけば、1 名の専従しか置けないというようなことでございま

して、1 名の専従者が担当できる入院患者を 6 名程度ということになります。これは、患

者の施設基準として、1 日あたり平均で 2 単位のリハビリをしなさいということになって

おりまして、土日も含めると 1 日平均 3 単位をやらなければならないと。1 単位 20 分です

から、3 単位ですと 1 人の患者に 1 時間リハビリをやるということで、1 日の勤務時間が 8

時間だとすれば当然、事務作業や昼食等の作業もありますので、だいたい 6 人ぐらいしか

できないということになっておりますので、現状の稼働状況からいけば、だいたいほかの

理学療法士、作業療法士の応援もあったとしても 50 ％に留まっているというような現状に

なっております。ただ、これまでは老健施設がありましたので、老健でも当然リハビリを

やりながら自宅に戻ってもらうというようなこともできますので、稼働率が 5 割でも住民

のニーズからいけばそんなに問題はなかったのでしょうけれども、今後、特養に移行する

にあたり、在宅復帰ということを考えれば又地委員さんがおっしゃるように、包括病棟の

需要性というのは高まっていくというふうに考えますので、ニーズを見込んだ理学療法士、

作業療法士を確保しながら、地域包括ケアシステムの構築に向けて行っていきたいなとい

うふうに考えております。

資料は、午後からお持ちいたします。

平野委員長 ほか。
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鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

ただいま又地委員からもありました入院患者が減っていますよという部分で、平野事務

局長からはいま現在の報告がございましたが、よく幅広く分析されているなという感じは

受けました。

ただその中で、もちろん様々な分析の中で、周りの病院患者さんとかいろんな要素はあ

るかと思うのですけれども、なぜ当院を選んでいただいたのか、なぜ当院じゃなかったの

か、そこが一番シンプルな部分だと思うのです。ことし病院事業の中で、先ほど西山（敬）

主査からも説明がありました病院祭り、こちら 108 名ということでしたけれども、人数に

関わらず私はすごく評価すべき挑戦だったのではないのかなと思っております。

あと、フェイスブックの中で、ことしの 8 月 15 日の投稿で、アンケートボックスを設置

されて、ソファを付けましたよとか新聞置きましたよとか、本当に細かいところを患者さ

んの目線になってやられているなというふうには、私はそのように評価をしているのです

けれども、それが実際に患者となり得るかたに、なかなか伝わりきれていないなという状

況があるなと思いました。

ですので、もちろん患者さんになり得るかたというのは、もちろん高齢者のかたが多い

ので、もちろんインターネット、フェイスブック等はなかなか見る機会はないとは思うの

ですけれども、このフェイスブック等の投稿を見てもインフルエンザに気を付けてくださ

いねとか、雪が降りましたのでタイヤ交換に気を付けてくださいねですとか、非常に身の

回りの部分も気配り・目配りができた姿勢は本当に評価すべきです。ただ、それを患者と

なり得るかたにどのように今後、病院新聞なのかどうなのかちょっといろんな方法がある

かと思うのですけれども、選んでいただくためにもう一度調査分析の中に、選ばれる理由、

選ばれない理由という本当の具体的な部分を落とし込んでいただければ、患者さんの全体

数は減っているかもしれないですけれども、より町民含めて皆さんに愛される病院になれ

るのじゃないのかなと私は個人的に思っているのですけれども。ちょっと要望と言います

かの部分なので答弁はできる範囲で、フェイスブックの投稿にしてもその辺りお客様にな

り得るかたへの広報の部分で、ちょっと工夫している部分ですとか、今後の課題がもしあ

りましたらお教えいただければと思います。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 ＳＮＳでの発信というのは、病院事業管理者の意向でして、職員

の採用も含めて有効活用をしなさいということで、進めていることに対して今回評価をい

ただいたことは、すごく嬉しいことでございます。

今後につきましては、3 か月に 1 回、もっこないという機関誌を発行しております。た

だ、両面 1 枚ものでなかなか情報量を多く載せられないものですから、どうしても省かれ

るといういまおっしゃったこの患者さんからのアンケートに対応というのもありますが、

せっかくの機会なのできっちり患者さんのサービスについては、対応しているということ

を伝えていければいいと思いますので、今後の課題として前向きにやっていきたいと思い

ます。

平野委員長 それでは、まだまだ質疑があると思いますが、昼食のためこのあとの質疑は

午後からにしたいと思います。
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午後 1時まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 55 分

再開 午後 1時 00 分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続き、病院事業の上半期収支状況についてですが、午前に要望していた資料

が配付されましたので、まず資料の説明を求めたいと思います。

西山（敬）主査。

西山（敬）主査 西山です。

午前中、又地委員のほうからご質問のありました件につきまして、資料のほうを提出さ

せていただきました。まず、上の段につきましては、平成 29 年度の実績です。下の段につ

きましては、平成 28 年度の実績ということで、年度は書いていませんけれども、下の段が

平成 28 年度という形となります。

まず、上の段で説明いたしますと、一番上の項目で、入院が合計となります。そのうち、

一般、包括、透析ということで、それぞれ月ごとに入院患者の件数を記載しております。

右のほうが外来の合計と、あと一般、透析ということで、それぞれ掲載のほうをさせて

いただいております。

なお、うちの病院は 99 床ということで、その内訳といたしまして、一般が 71、包括 20、

透析 8 ということで、これは予算の積算のベースでこちらのほうを計上させていただいて

おりますので、それに基づいた稼働率という形でご承知おきいただければと思います。

ここで、前年度と比較いたしますと、先ほどお話がありました透析の部分につきまして

は、前年度よりも稼働率につきましては上昇しているという状況がありますし、ただ地域

包括の病床につきましては、前年度を下回る数字となっておりますので、いま現在こうい

う形で推移しているということをまずは説明したいと思います。以上です。

平野委員長 資料についての質疑はございますか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは、続いて質疑を続けたいと思います。

福嶋委員。

福嶋委員 先ほどの議長からの質問にもあったように、ダブるかもしれませんが、その辺

お許しをいただきたいと思います。

まず、病床の利用率が去年よりも 8.5 ％ダウンだと。したがって、99 床に 50.3 ％、半

分より入っていないと、利用をされていないと。はたしてこれで、国が空きベッドに対す

る交付税をただで出していいのかなという感じは私は思っているのですけれども、前にも

言ったことはあるのですけれども、70 ％を 3 年間わったら次の時からベッド数を減らしな

さいという総務省からのそういう声があったわけです。それが何年も続いて減らさないと、

いまもうきているという状況の中で、やはり最近の新聞状況を見ますと、来年度から医療

費が 2 ％ダウンすると。介護の改正時期も合わせて、いよいよ抑制策をやって、ベッド数

を減らすのだという基本的な考え方。そういう流れの中で、はたしてこういうやつがいつ

まで保つというよりもできるのかなと。99 床の中で 50 ％より入っていない利用率がいつ
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になったらこういう改正というか、そこまでいくのかなという感じ。

それともう一つ、私ちょっとよく内容がわかっていて、昔のと違うので。看護体制で、1

0 対 1 でいまもやっているわけです。その中で、病床の利用率が 50 ％になったら、看護体

制がいまの基準で充足率が何パーセントなのか、どの程度いっているのか。それをするい

まの基準の体制で、どのような看護のいま不足なのか、余っていると言えば語弊あるけれ

ども、どのくらい算出しているのか、その辺をちょっと聞きたいと思います。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 ご心配されている病床利用率 70 ％を切った時のペナルティについ

ては、ずっとこの間ご説明しているとおり、総務省から言われておりません。

ただ昨年度、地域医療構想というのが全ての都道府県に策定が義務づけられています。

その中で、ベッド数の医療圏域に合った適正なベッド数の方向性というのが出されてお

ります。これによりますと、木古内町が属している函館市を含む南渡島医療圏におけるベ

ッド数は、減らしなさいというようなことでの策定がされておりますので、その国の北海

道の方向性に基づいて、ベッドは何らかの調整をして減らしていかなければならないのか

なというふうに思います。その減らすベッドにつきましては、まず療養型、これを減らす

と。合わせて、急性期を減らすということになっておりまして、高度急性期。いわゆる、

函病とか中央病院とかのベッドは少し増やしなさい、あと回復期型を減らしなさいという

ような流れの中で、微調整でやることになります。そうすると当然、ベッドを減らしやす

いのは、公立病院になりますから、交付税などを使った中で、誘導されていうのかなとい

うふうに思います。

ただ現状では、方向性というのはどこの病院も出しておりませんし、いま現在の病院運

営をするにあたって、病床を削減して交付税を少なくして運営するよりは、制度があるう

ちは病床数を削減しないで、現状のままで運営したほうが 1 床あたり特交と合わせると 20

0 万円ぐらいきますので、コストパフォーマンス的には良いのかなということで当面は、

こん 99 床というのを維持していきたいなと思っております。

その理由のもう一つは、平成 22 年度に改築しました、病院の建設費用の償還があります。

半分過疎債で借り入れしておりますから、3年据え置きの 9年償還ということであれば、

平成 33 年度まで 1 億 6,000 万円ぐらいから 2 億円ぐらいの元金を返すことになりますの

で、残りの半分が交付税ときたとしても、半分の 8,000 万円から 1 億円は、病院事業会計

で負担するということになりますので、その収益を上げるためにも収益性の高い 10 対 1 で

99 床ということでやってきいきたいなというふうに思っています。

また 2 点目につきましては、確かに今回、入院患者数が大きく減少しているわけであり

ますけれども、診療圏域であります木古内町から福島町における人口数は減少するものの、

国立社会保障研究所で出しております当院の入院患者のほとんどを占める 75 歳以上につい

ては、2030 年度までは少し増えていくという予測になっておりますので、今回の入院患者

数が継続的に次年度以降も続くのであれば、何らかの方策を検討していかなければならな

のでしょうけれども、現状の総論ですけれども、考えればいまの 99 床で運営していくのが

ベストなのかなというふうに考えております。

あと、もう 1 点の看護体制の件でございますが、10 対 1 でやっているということで、看

護師が足りないのはおかしいのじゃないかというようなご指摘だと思うのですが、看護体
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制は 10 対 1 でやっているのですけれども、この 10 対 1 の基準になる入院数については、6

0 名で看護師を配置しております。ですから、99 名満度に患者さんが入院するという条件

で看護師を配置しているのではありませんので、現在、看護師が配置が足りない要因の一

つには、育児休暇や産後休暇、産前休暇を取られている看護師さんが今年度 3 名いたと。

また、来年もめでたいことに看護師さんが出産する予定でございますので、そこの穴埋め

もしていかなければならないと。ですので、いま若い看護師さんが来ておりますので、町

にとっても良いことだと思いますから、ぜひ若い看護師さんにどんどん来ていただいて、

お子さんをたくさん産んでもらえれば病院運営のみならず、町の定住、人口増につながる

のかなというふうに思いますので、その辺はこのような内容になっているところで、ご承

知おきください。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 08 分

再開 午後 1時 08 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

福嶋委員は、いまの答弁はよろしいですか。

福嶋委員。

福嶋委員 この頃、病院のもっこないのあれを年 4 回見ていまして、非常に新しい看護師

さんの顔写真が出ていまして、よく前年度ですか。人材育成のところに頼んで、1 人かな

りの金額がかかって探したと。その成果もあったのだろうけれども、見つかったと。

もう一つは、奨学資金の活用をもう少し上手く、今後のためにやはり若い人を育成する

ためにも、いまの職員宿舎を 6戸・6 戸、12 戸を作ったわけです。そういう点についても、

やはり養成していくべきだと。

前にも予算委員会の時に言ったのだけれども、老健のほうも流れは変わるけれども、病

院の体制も多めに希望者がいないとなれば別だけれども、いるのではないのかなというふ

うに思いますので、その辺は十分今後、若い看護師さんを呼ばせるためにもそういう心構

えが大事だと思います。

そういうことで私は、これを見て人件費が前年度 67.6 から 73.6 になったと。6 ％アッ

プしたと。これは、ベッド数の入院患者の数によって分母が違うようになるから当然、こ

のようになるのだけれども、昔は私達がいた時は、人件費が 50 ％を超えたら絶対赤字にな

るのだとこういう論法でありました。いまは、交付税が特交も含めてかなりきているので、

その辺はならないけれども、そういう気持ちで病院の仕事もしていましたし、それからも

う一つは病院の職員数が 100 人を超えているわけだ。88 名だったかな、正職員、プラス臨

時職員が 35 名くらいいたはず。その中で、入院患者が 50 人と、外来が 150 人と。普通は

採算ペイするわけないのです。いまの国からの交付税がかなり有利な体制になっているの

で、いまの状況になりますけれども、今後とも十分その辺を踏まえて、やはり運営してい

ただきたいということを考えて、お願いしたいと思います。以上、終わります。

平野委員長 ほかの質疑あるかた、どうぞ。

（「なし」と呼ぶ声あり）



- 27 -

平野委員長 ちょっとここで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 11 分

再開 午後 1時 31 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか、質疑はございますか。

竹田委員。

竹田委員 病床率等々のことを考えれば、木古内町の人口減を考えれば、上半期の収支に

ついては縷々、先ほどから説明をされているように、いろんな努力の結果がこういう数字

に出たのかなというふうに思っています。この部分は、職員含めた取り組みの成果だと、

この部分は評価したいなというふうに、個人的にはそう思います。

ただ、先ほど福嶋委員も言っていたように、医業収支のやはり改善をしていかないと病

院の経営というのは、やはり最終的には病床率につながるという現象にもなるだろうし、

この部分については病院の改革プラン等の中でも先ほど事務局長が言っていたように、こ

れからの療養型の改善だとか急性期病床をどうするという部分もこれから出てくると思い

ますので、その辺そういう部分に目を向けて努力をしていただきたいということを申して、

特に答弁は入りませんけれども、そういうことで頑張ってもらいたいと思います。

平野委員長 ほかにありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上で病院事業のほうの会計は終えたいと思います。

続きまして、介護老人保健施設の上半期の状況について、詳細説明をいただきたいと思

います。

東主査。

東主査 老健いさりびの東です。よろしくお願いいたします。

それでは、資料の 8ページのほうをお開き願います。

老健事業の会計ということで、上半期の利用状況及び収支状況について、ご説明させて

いただきます。

それでは、8ページの上段になります利用状況について、説明させていただきます。

入所の関係になります。入所者につきましては、今年度の上半期については、8,562 名

と前年度より 1,367 名少なくなっております。1 日あたりに対しますと、46.78 人と前年度

より 7.48 人少なくなっております。1 日あたりの収入額ですが、1 万 3,749 円と昨年より

103 円プラスになっております。この内訳が介護報酬利用者負担ということで、載せさせ

ていただいております。平均介護度につきましては、2.9 と前年度より 0.2 ポイント上が

っている状況になります。

続いて、短期入所です。短期入所につきましては、442 人と前年度より 164 名増えてい

る状況になります。1 日平均人数にすると、2.41 人と 0.89 ポイント、前年度より多くなっ

ております。1 日あたりの収入額につきましては、1 万 4,740 円と昨年より 106 円増えてい

る状況にあります。平均介護度についても、0.1 ポイント多くなっているという状況です。

通所につきましては、延べ人数 1,810 名と昨年より 223 名少なくなっております。1 日
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平均人数 14.03 人と 1.94 名少なくなっております。1 日あたりの収入額は、1 万 1,124 円

と前年度より 94 円増えている状況であります。平均介護度は 2.2 となっておりまして、前

年度より 0.1 ポイント少なくなっているというようになっておりまして、現在の上半期の

利用状況となっております。

続いて、中段の施設運営事業収益です。施設運営事業収益が 1 億 4,446 万 6,795 円と、

前年度より 1,766 万 517 円マイナスという状況になっております。施設介護料です。入所

に関係するものです。9,800 万 1,260 円と、前年度より 1,657 万 5,255 円少なくなってお

ります。これにつきましては、利用者が 1 日あたり 7 人ほど少なくなっていることが要因

となっております。

居宅介護料です。これは、短期入所及び通所の介護料になります。2,431 万 4,540 円と、

前年度より 36 万 2,574 円少なくなっております。短期入所の利用者が増えましたが、通所

利用者が少なくなったことによってのマイナスという状況になっております。

利用者等利用料ですが、2,205 万 2,515 円と 67 万 992 円のマイナスとなっております。

これは、入所利用者が少なくなっていることが要因となっております。

続いて、施設運営事業事業外収益です。1,937 万 6,541 円と 63 万 473 円のマイナスとな

っております。

他会計負担金、101 万 9,000 円マイナスとなっておりますが、これにつきましては町の

ほうから過疎債の分の負担金を償還金と利息分を負担していただいておりますが、28 年度

については資金が不足する可能性があるということで、昨年 28 年の 5 月に収入をしており

ますので、上半期として収入とみておりました。今年度につきましては、当初に国保病院

のほうから 1 億円を借りて運営をしていることから、現在上半期においてまだ負担金を請

求していないということで、ゼロということでマイナスとなっております。

諸収入につきましては、113 万 6,090 円と昨年より 21 万 5,482 円のマイナスとなってお

りまして、これにつきましては介護職員の待遇改善事業助成金というところが職員数も減

少していることから、マイナスという状況となっております。

続いて、施設運営事業費用です。これにつきましては、1 億 4,768 万 5,507 円と前年度

より 256 万 7,503 円マイナスとなっております。内訳といたしまして、給与費 8,852 万 3,

596 円で、前年度より 503 万 6,998 円のマイナスとなっております。今年度は、前年度と

対比して正職員 2 名が移動となっているのと、あとは退職で 4 名マイナスして、前年度の

対比では全体比で 6名マイナス、職員が少なくなっている状況となっております。

材料費です。513 万 2,839 円で、前年度より 54 万 8,647 円マイナスとなっております。

これにつきましては、入所利用者が少なくなったことよる薬品やオムツ代等の分が少な

くなったことによるマイナスとなっております。

経費です。経費につきましては、1,482 万 1,139 円となっており、147 万 9,832 円の増と

なっております。増の要因といたしましては、光熱水費上がっております。主な要因とい

たしましては、Ａ重油をうちは熱源として行っておりますが、28 年度では 1 ℓ単価はだい

たい 55 円から 56 円でした。それが今年度は、70 円から 72 円と 15 円ほど 1 ℓの単価が上

がっていることから、大幅に光熱費が上がっているという状況です。

あとは、修繕費です。修繕費として今年度、網戸の交換をしております。網戸が特殊な

ため、10 箇所ほどしてだいたい 40 万円ほどかかっているという状況となっております。
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続いて、施設運営事業外費用です。585 万 4,076 円と前年より 84 万 1,490 円のマイナス

となっております。内訳としては、支払利息で 584 万 1,894 円と前年度より 85 万 3,672 円

のマイナスとなっております。これは、過疎債等含めた企業債の支払の分の利息分という

状況となっており、総体で 1 億 5,353 万 9,583 円となっており、前年度より 340 万 8,993

円のマイナスという状況になっております。

一番下段の損益です。事業損益は、施設運営事業収益の 1 億 4,446 万 6,795 円から事業

費用の 1 億 4,768 万 5,507 円を引いて、マイナスの 321 万 8,712 円となっており、前年度

より 1,509 万 3,014 円のマイナスという状況となっております。

経常損益は、総対の事業収益と総体の事業費用を差し引いて、1,030 万 3,753 円のプラ

スとなっております。前年度の対比では、1,488 万 1,997 円のマイナスという状況となっ

ております。

9 ページから 12 ページにつきましては、入所者及び通所、短期入所者の利用状況となっ

ておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。

続いて、13 ページになります。

13 ページについては、キャッシュ・フロー計算書ということで、今年度 1 年間をこのま

ま推移して運営した場合ということでのキャッシュ・フローの予定となっております。

1 の事業活動によるキャッシュ・フローですが、これについては施設を運営した時に、

現金としてどれだけなるかという状況の中で、最終的には純利益では 3,915 万 2,000 円の

マイナスになるだろうというふうに考えております。

中段の業務活動によるキャッシュ・フロー計では、現金で 925 万 1,000 円ほどマイナス

になるだろうというふうな予測をしております。

2 番の投資活動によるキャッシュ・フローです。有形固定資産の取得による支出、これ

につきましては今回、施設内改修ということで経営統合に伴う施設の改修をしていること

から、工事または設計だとかを発注している金額になっております。一般会計の繰入金に

よる収入については、企業債の過疎債分の町負担分の収入で、投資活動によるキャッシュ

・フローでは、4,471 万 5,000 円のマイナスになります。

3 番の財務活動によるキャッシュ・フローですが、先ほど説明した投資活動のキャッシ

ュ・フローの中の有形固定資産の取得による支出に伴う建設改良の企業債の収入として、6,

490 万円を企業債で予定しております。それが、プラス収入としてあります。あと、企業

債の償還で 5,795 万 8,000 円マイナスと。他会計の借入金による収入が 1億円と。これは、

国保病院から収入をするものとなっております。合わせて、1 億 694 万 2,000 円のプラス

というところで、現金でいくと下から 3 行目、増加または減少額でいう 5,297 万 6,000 円

のプラス。4月 1 日時点の残高が 1,077 万 8,000 円ですので、3月末時点での現金でいくと、

6,375 万 4,000 円ほど残るであろうというような予測をしております。ただし、これはあ

くまでも国保病院から 1 億円を借りた上での現金残高となっておりますので、利用者が減

っていること等含めて、老健運営は体大変厳しい状況というふうになっているという計算

式となっております。以上、老健の上半期の収支状況ということで、説明を終わらせてい

ただきます。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けしたいと思いますが、老健について

は来年の 4 月合併とありますし、今後の見解についての質疑はこのあとに統合についての
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項目も別に用意しておりますので、そちらのほうに回していただいて、あくまでもこれま

での収支状況についてのみの質疑とさせていただきますので、どなたかあればお受けしま

す。

竹田委員。

竹田委員 いま経営統合の関係で協議している最中だと思うのですけれども、ただ病院か

らの借り入れの 1 億円。いま 1 億円が 3 月の時点で、6,000 万円くらいしかなくなる。そ

うした場合にこの分のツケというか、借金も一緒に経営統合の中で整理をすると。あと、

ことし借りたから来年・再来年、3 年後からの年間 1,000 万円ずつの償還になるのか。そ

うするというふうにこれからの計画の中では、それも一緒に出てくるのだ。そうすれば単

純に言ったら、年度末の老健の現金が 6,000 万円。6,000 万円は病院に返すよ、端的に。

そうしたほうが経営統合してご破算で運営する場合に、そのほうがはっきりしていいのか

なという単純な考えを持つのですけれども、その辺の 1 億円の行方がどうなのかというの

がちょっと見え隠れしているものだから、その辺を説明してもらえれば。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 この経営統合にあたっての病院事業への借り入れに対する対応に

ついては、統合会議の中で特に話をしていないのですよね。ただ、病院事業としては取扱

要綱に基づき貸しましたので、それを今年度で経営統合するから一気に返せというような

考えは全くないです。ですので、6,300 万円あるからそれをゼロにして、残り 3,700 万円

を 10 年間で払えということではなく、あくまでも要綱に沿って貸し付けしておりますので、

通常の負債を経営統合によって民間会社等も引き継ぐというふうに思いますから、それを

引き継いだ中で、あと 30・31 年を据え置いて、33 年度から元金 1,666 万 6,000 円を病院

事業会計に返していただければいいのかなと思います。

ただ、竹田委員がおっしゃいますように、残り 6,000 数百万円しかない中で、経営統合

にやっていくには不安が残るのではないかなというふうなご指摘もあるのかなというふう

に思いますが、これは経営統合の中でしっかりと単年度黒字を確保していくという大義名

分がございますので、その中でしっかり収益を上げて、2 年後からはじまる償還にはしっ

かり返していただくという方向で望みたいというふうに思っています。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、病院及び老健の上半期の収支状況については、

終えたいと思います。

・昨年発生した老健「いさりび」の転落事故について

平野委員長 続きまして、その他になるのですが、病院事業の老健いさりびの転落事故に

ついて、同じ資料の中の 18 ページから付いておりますので、資料の説明を求めます。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 52 分

再開 午後 2時 04 分



- 31 -

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

以上をもちまして、病院事業全ての調査を終えます。大変長時間にわたり、お疲れ様で

した。

（３）＜保健福祉課・病院事業＞

・老人保健施設「いさりいび」と特別養護老人ホーム「恵心園」との経営統合について（継続）

平野委員長 続いて、保健福祉課と病院事業合わせてのいさりびと恵心園との経営統合に

ついてでございますが、5分程度休憩を取りますので、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 06 分

再開 午後 2時 16 分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続きましては、保健福祉課及び病院事業で、老人保健施設「いさりび」と特別養護老人

ホーム「恵心園」との経営統合について、調査を進めてまいりたいと思います。

それでは、資料の説明を求めます。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、私のほうからご説明をさせていただきます。

これまでは、経営統合 3 社協議ということで、恵心園とそして保健福祉課を交えて行っ

てきて、保健福祉課のほうで議題を持って進めてきましたが、前回、委員会で説明した以

降につきましては、恵心園と病院事業で協議をしてきております。そのため今回は、私の

ほうからご説明をさせていただき、補足する点がありましたら、保健福祉課のほうから対

応をしていただくということで進めさせていただきます。

それでは、資料 1ページをお開きください。

前回以降の進捗状況ですけれども、まず 9 月定例会で補正をしていただいた工事費の入

札が終了しております。工事名は木古内町介護老人保健施設内部改修工事でございまして、

一括発注ではなく建築主体、機械設備、そして電気設備の三つに分けて、指名競争入札で

発注しております。入札執行日は、平成 29 年の 10 月 16 日です。これを案内したのですけ

れども、建築主体、電気設備については、特に照会等についてはありませんでしたが、機

械設備につきましては、町内業者を指名競争入札の業者として指名したわけですが、いず

れの業者からも辞退届けが出てきたということで、機械設備の工事につきましては、10 月

30 日に改めて入札を執行しております。請負金額等につきましては、建築主体が予定価格

が 2,523 万 9,600 円に対して、2,484 万円で落札になっております。落札率は 98.4 ％。

また、電気設備については、1,081 万 800 円の予定価格に対して、1,049 万 7,600 円の落

札ということで、落札率は 97.1 ％になっております。

一方、2 週間後に改めて執行をしました機械設備につきましては、町内業者ができない

ということで、町外の知内町、そして函館市の業者を指名した中で執行したところ、2,012

万 400 円の予定価格に対して、1,630 万 8,000 円の入札ということで、81.1 ％の落札率と
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なっております。

当初は、10 月 16 日に入札し、直ちに工事にかかりたかったのですけれども、機械設備

の入札が遅れたということで、契約は 10 月 17 日から建築、電気は行っておりますが、工

事につきましては 10 月 31 日からということで、2 週間の工期の遅れとなっております。

続いて、作業部会の開催状況でございます。これまで経営統合にかかるフレームにつき

ましては、町と病院事業、そして法人の 3 社で協議しましたが、詳細につきましては実際

経営統合になる病院事業と法人で協議を進めましょうという中で、二つの作業部会を設置

し、協議を行ってきております。

まず入所部門につきましては、入所利用者の状況です。老健いさりびにつきましては、

老健施設中間施設から終の住処である特別養護老人ホームに移行すると。また、法人側に

つきましては、多床室からユニット型の 1 床室に変更するというそれぞれの課題がありま

すので、この課題をどのようにスムーズに対応していくのかということと、職員の配置に

つきまして、お互い意見を出し合った中で決めていこうということでスタートしておりま

す。1 回目が 29 年 8 月 9 日に行っております。双方から 5 名出て実施し、会議内容につい

ては、記載のとおりです。当時につきましては、工事がまだ発注される前でしたので、こ

の工事内容が適切なのかどうかも含めまして、現場の意見を聞いております。2 回目が 8

月 17 日、6 名出ております。同じく、内部改修箇所の確認と経営統合後につきましては、

洗濯業務はいま恵心園では、自前の洗濯機・乾燥機を持ちながらやっているのですけれど

も、老健いさりびの施設については、スペース的なものがありますので、これをどうする

かというのを協議をしております。9 月 12 日につきましては、職員配置と業務シフト体制

ということで、今後、80 名プラス 8 名の稼働となった場合に必要な人員数、並びに夜勤の

あり方等を通所、そして入所を含めて協議をしてきております。その後、10 月に 2 回、11

月に 2 回というようなことでこの間、6 回の協議をしてきました。資料を作成する前であ

ったものですから、11 月 28 日に予定ということで記載しておりますが、これは予定どお

り終了しております。

続いて、通所部門です。通所部門は、9 月 15 日が 1 回目の会議になっております。これ

も同じく、業務のシフト体制の確認、何人でいけば効率的に回せるのか、そして業務内容。

デイサービスとデイケアとなりますので、リハビリが実施される時間が出てきますから、

その時間に対応したプログラムのあり方などを検討しております。そして、施設見学につ

いてもデイケアとデイサービスは違うので、どのような業務になっているのか見学しまし

ょうというようなことで行っております。

その後、2ページをお開きください。

10 月には先ほどご説明した会議内容合わせて、デイサービスで利用されているかたの意

向調査をやりましょうというようなことで現在、引き続きデイケアに通っていただけるの

かどうか、通える曜日は何曜日なのかというようなことを進めております。また、職員交

流につきましても、早急にやりましょうということで、それぞれの日程が確保できる日を

調整した中でやっております。

あとは、来月上旬に記載の利用者の確定をした中での曜日、送迎体制の協議、そしてお

互い持っています備品を確認して、不足する備品はないのかどうかというのを協議してい

きましょうということになっております。
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3 番目は、先ほどから来申し上げています職員交流、施設間見学についての実施状況で

あります。9 月から 10 月にかけて入所部門については、介護職員の施設見学を実施してお

ります。今後、12 月 4 日来週の月曜日、この日函館市内のユニット型の特養がありますの

で、実際ユニットで稼働している特養を双方の施設職員が中心となって見学に行き、課題

となっていることの解決事項の模索等をしていきたいということになっております。

通所部門につきましては、職員交流が進んでおりまして、10 月 25 日は当老健から 1 名

がデイサービスに見学に行っております。11 月 14・15 日には、2 名ずつ恵心園のほうから

当施設のほうに体験という形の中で、来ていただいております。ですので、最終合意はま

だしておりませんけれども、この間の協議につきましては、ある程度スケジュールに基づ

いて進んでいるというようなことになっております。

4 番目には、心配される恵心園職員の身分移管の確認状況でございます。これは、これ

まで恵心園の職員並びに臨時職員のかたにご説明を申し上げております雇用条件を改めて

個別に提示させていただいて、恵心園側で職員のかたに詳細説明を行い、身分移管する同

意を得るという手順で進めてもらっております。ですので、簡単な雇用契約書にサインを

いただくという形の中で、ある意味正式な身分移管の確認をしているというようなところ

でございます。これの 11 月 24 日現在の状況ですけれども、正職員と臨時職員に分けて記

載しております。正職員は現在、21 名いらっしゃいます。この中で、退職希望の意向を出

されているかたが 4 名です。これに対する対応ですけれども、いろいろな問題というかあ

って退職されるわけですけれども、恵心園の担当の事務長さんには、本人が何で身分移管

できないのか、その身分移管とならない理由が話し合いとして解決できるのであれば、当

方としてもなるべく応じたいと思いますので聞いてくださいということで、かなり親身に

なって対応していただいたのですけれども、残念ながら 4 名出ております。事務職員につ

いては 1 名ですけれども、今後は事務職員の補充はせず、既存職員で対応する考えでござ

います。介護職員も正職員で 1 名出ています。これは、作業部会で現在、人員配置計画の

案が出てきておりますので、その案が適切かどうか改めて検証させた中で、足りなければ

早急に募集をしていきたいなというふうに思っております。看護職員も 1 名、退職です。

こちらにつきましても、1 名退職しても対応できるというふうに考えておりますので、現

状での退職補充はございません。給食職員は、1 名です。1 名は委託会社で職員を確保する

ことになっておりますので、病院事業としては募集はしないとしております。

臨時職員につきましては 17 名、現在いらっしゃいます。3 名のかたが退職意向というこ

とです。介護職員が 2 名、これは先ほど申し上げましたとおり、今後の人員配置計画の中

で、足りなければ速やかに募集をするということでございます。給食職員は先ほどのご説

明と一緒で、合計で 38 名中、7 名の希望退職者があるというようなことで、法人側から報

告を受けております。

続いて、5 番目がいさりび入所者の状況でございます。これは、老健施設から特養施設

に移行しますので、この間ご説明してきたとおり、介護度 3 以上でなければ入ることがで

きないというかたの状況が現在どうなっているのかというのを表にして、表してきており

ます。表 1 は、10 月 31 日現在の老健の入所者でございます。要介護度別、町村別に 40 名

の入所がおります。1 枚めくっていただきまして、表 2 は在宅復帰として施設を利用され

ているかたでございます。これも合計で 7 名おりますので、40 名中 7 名は 3 月までに在宅
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復帰をされて自宅で過ごすことになっておりますので、残りの 33 名のかたが施設に引き続

き特養として入所できるのかどうかというのが表 3 になっております。恵心園はマックス

50 名の入所になっておりますから、残された枠は 30 名というふうになるかと思います。

そこに 33 名おりますので、3 名がオーバーするというふうになりますが、この 3 名の取

り扱いと先ほどから申し上げていました要介護度の 1・2 の取り扱いについて、説明をさせ

ていただきます。

まず表 3 の要介護度 1・2 につきましては、マーキングされておりますが、いずれも 4 名

おります。要介護度 2 のかたの 4 名は、当町のかたでございます。このかたにつきまして

は、相談員が家庭環境、ＡＤＬ等を調べたところ、以前ご説明申し上げました厚労省で示

しております、介護度が 1・2 であってもやむを得ない理由であれば入所できるというに該

当するということでございますので、要介護度 2 のかたにつきましては、現状回復しなけ

れば特養のほうに入所できるというようなことで考えております。

ただ、要介護度 1 のかたにつきましては、4 名いらっしゃるのですけれども、残念なが

らやむを得ない理由には該当しないのではないかというのが 10 月末現在の状況でございま

す。ですので、このかたにつきましては現在、相談員がご本人が希望されるご家族が希望

される意向に、なるべく沿うような形の中で対応をさせていただいております。外枠の短

期に入所というようなことも考えられるのですけれども、短期の利用というのは要介護度

1 であれば、二週間くらいしかできませんので、残りのひと月のうち二週間をどうするか

という問題もございますし、ほかの町の出身地の特養にも申し込んでおりますので、もし

かすれば 3 月までの間に知内・福島のかたは入れる可能性もありますので、ここはご本人

の意向に沿うような形の中、対応をしていきたいなというふうに思っております。

6 番のその他につきましては、基本合意については調印をしておりますが、最終合意に

ついては調印はまだしておりません。最終合意案を作成し現在、法人側の理事会、そして

評議会のほうでご検討していただいている内容でございます。変わった場所というのは、

最終合意案は 1 番から 7 番までございますが、1 番・2 番・3 番につきましては、これは基

本合意と変わっておりません。4 番が追記をしております。追記項目につきましては、「な

お」からの以降でございまして、「なお、給与表等については、これまでどおり人事院勧告

を適用する」ということであります。これは、お示ししている事務職員につきましては、

国家公務員給与表の行政二表を適用させます。行政二表というのも当然、人事院勧告の適

用になりまして、景気の状況によってプラスもあればマイナスもあるという感じなのです

が、既存の法人の職員さんについても定期昇給というのがされていますので、定期昇給と

合わせて人勧も定給することで、一定の労働条件を保てればということになっております。

一方、非常勤職員となられる臨時職員さんについてもこの間、当町の非常勤職員に対す

る規則では、人事院勧告を適用させておりますから、これも行いますというような確約が

ほしいということだったものですから、これを追記しております。

「また」の以降に書いております、「職員の処遇改善に向けて引き続き努力するものとす

る」というのはあります。これは、恵心園のほうでは正職員になるという制度があったそ

うです。それがモチベーションとなって、介護の質が上がってきていたということもあり

ます。ただ、これからスタートしていく中では、職員配置を何名にして健全経営を図って

いくということでは、きっちりした裏付けがなければ、その辺はできないというふうに考
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えますので、それは継続協議していきましょうと。制度的にも平成 32 年度には非常勤職員

の評価制度というのもはじまりますから、その中で合理的に評価できれば退職が出た段階

で、準職員に空きが出れば 1 名というような形の中で運用できればいいというふうに思い

ます。現在、なかなか評価制度というのも恵心園さん側でも上手く回っていないという実

情もありますので、これを契機に双方で作っていく中で、職員の業務に対するモチベーシ

ョンも上げていければいいのかなというふうなことで追記をしております。

5 番についても今回、追記という形の中で項目立てをして、合意書のほうに上げており

ます。法人の解散に伴う残余財産は、全て木古内町へ譲渡するものとするということでご

ざいます。この間説明したとおり、いまの建物、そして法人が持っている財産は解散、そ

して精算したあとには全て木古内町に譲渡すると、していただくということで、これも評

議会、理事会のほうで確認をしていただきたいということで、当方のほうからこれは追記

をお願いしているところでございます。これの譲渡に関する本来であれば国のほうに返す

ことになるのですけれども、定款を変更する中で木古内町にも譲渡できるような定款の変

更をして、北海道知事のほうから承認も受けておりますので、これについてはその承認を

受ける段階で、法人のほうも了承しておりますので、特に問題は生じないのかなというふ

うに考えております。以上が、最終合意書で追記になった部分でございます。説明は以上

でございます。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

福嶋委員。

福嶋委員 わかる範囲内でお願いします。1 番目の工事発注状況について、建築主体、電

気設備については、1 回で入札をし落札で終わりました。真ん中の機械設備について、い

ま事務局長から説明があって、町内の業者は辞退をされたと。したがって、町外に出した

ら函館酸素がとったと。私、ここに 1 回目の入札が不調で終わったという感じで思ってい

たものですから、不調で終わったのが素人の私から考えれば、どこまで函館酸素が機械設

備をこなしているのかわかりませんけれども、函館酸素というのは酸素会社です。酸素の

補給を例えば木古内の病院にずっと私達がいた時から酸素の補給をやってきた。その会社

が 81.1 ％で落札したと。私から考えれば私の予想が間違っているかもしれないけれども、

素人の業者が自分のところで請け負ったやる技術屋がいるのかどうかということも含めて、

私は予想されますことは、下請けに出すだろうと。自分のところでやらないで直接じゃな

くて、どこかにやらせるだろうと。にも関わらず、81 ％で落ちたと。落札率については、

最低制限が設けていなければ 81 ％で通過したと、これは良いことなのだけれども、その辺

の疑問がちょっとわかる範囲内で。私の言っていることが違法と言いますか、その辺はで

きないと言うなら別だけれども、その辺の内容を聞きたいなと。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 私からは、辞退のためということで説明があったのですけれども、その辞退届

の理由という説明がされていませんでしたので、もしわかる範囲でその理由も説明をして

いただければと思います。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 又地委員。
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又地委員 いまの福嶋委員の質問の仕方というのは、これまずい。ちょっと不適当でない。

というのは、例えば函館酸素株式会社とこういう話を出したけれども、例えば函館酸素株

式会社を指名したのが指名委員会。指名委員会できちんと整理をした中で指名をしている。

素人であるか素人でないかというのは、指名委員会できちんと調べた中で指名している

と思うのです。だから、聞き方としては素人だどうのこうのという質問でなくして、いま

の質問の仕方は不適当。だから、その辺は指名委員会できちんと整理してあるのかどうか

という聞き方が良いけれども、素人の会社でないのどうのこうのと、下請け云々というの

は、これは不適当な質問の仕方です。だから、直したほうがいい。

平野委員長 福嶋委員。

福嶋委員 いま私の言い方について、いままでそういうわからないでしたのは、不適切で

あれば撤回いたします。ただ、問題は私達がこれを見て不思議に思うのは、いま先ほど言

ったけれども、町内業者にあたったらいなかったと、辞退をしたと。であれば、函館の専

門の業者にやったと。そうすれば、そういう経緯も含めて、やはり私は何社でどのように

やった、その中に自分で機械設備をこなせる会社があたったと。これは、そういうふうに

なったのかもしれないけれども、最低何社で競争してこういうふうになったと。いままで

もう一つは私、98 ％・97 ％ずっと高い落札率だったと。そこで、81 ％で取ったというこ

とになるとはたしてこれはどうなのかな、最低制限に引っかからないのかなという含めて、

この金額も何百万以上でなければ、500 万円以下かな、私の記憶では。それ以下であれば、

81 ％以下であればだめだと。金額によって最低制限を設けるのだという話も聞いておりま

したので、この辺がいま説明するまで、ちょっとその辺が疑問だったものですから、聞き

方がちょっと極端で、指名業者を設定した経緯もわからないでおかしいと相手を見下した

というふうなことになればそれは撤回いたします。ただ、その辺の経緯をもう少しわかる

範囲内で教えてもらいたいなというふうに。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 まず指名委員会につきましては、病院事業で独自に指名委員会が

ありますので、町とは異なっているということでご理解ください。

ただ、指名願いにつきましては、町に出されているものを準じるということで、町が指

名通知を受理している会社につきましては、適正な工事ができるというふうに判断してお

りますので、町のほうで受理した指名業者の中から、木古内町が町内業者ができないとい

うことでしたので、この工事を実施できる、そしてこれまで当町と工事を請けた中で、間

違いなくやられている業者を選定してやってきております。

この 2 回目の入札におきましては、7 社で実施して、函館酸素が落札しております。最

低制限価格につきましては、町のほうで 500 万円という基準があって、福嶋委員がおっし

ゃるとおりやっているそうですけれども、病院事業につきましては、企業性を十分に発揮

するということもありますし、競争の原理を働かせたいということでありますので、最低

制限価格は設けておりません。ですので、一番安く落札をされたかたが落札業者になると

いうことでやっておりますので、このやり方が適切か不適切かというのは、皆さんのご判

断にお任せしますけれども、あくまでも企業会計として、経済性を発揮するという観点か

らいけば、このやり方が一番良かったのかなというふうに思っております。結果的に発注

金額も少なく済んだということでございます。
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あと、町内業者につきましては 4 社に、これまでの管工事を行っているところにご案内

をさせていただいたのですけれども、いずれの業者からも具体的な理由は書かれていない

辞退届が出てまいりまして、じゃあできないということであれば函館の業者も含めて知内

の業者と実施しようということで、今回の入札に至った運びでございます。

平野委員長 よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 2 ページの 4、恵心園職員の身分の確認状況についてなのですけれども、38 名

中退職者希望が 7 名ということで、私は非常に思っていたよりも多いなと思いました。こ

の 7 名という人数について、どうお考えなのかなという部分の考えをいただきたいのと、

あと給食職員については、こちら委託会社で対応と書いていますが、そのままいまあるこ

れを見ますと 4 名がそのまま委託会社のほうに所属するのかどうか。その辺りもご説明い

ただければと思います。その 2点をまずお願いいたします。

平野委員長 鈴木委員の質問に上乗せしますけれども、この 7 名の退職希望者のかたが最

初の資料を見ると、いまより給与は下がらないという約束ですので、金銭面じゃないのか

なと想像するのですが、理由についても個人面談されたということですので、わかる範囲

と言いますか聞いた部分を教えていただきたいと。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 詳細は聞いているのですけれども、あくまでもプライベートなこ

と個人情報になりますので、非公式なことであれば若干、退職理由というのはお話できる

かと思いますので、休憩を挟んでそこは。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 43 分

再開 午後 2時 49 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか質疑ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、いさりびと恵心園との経営統合についての調

査を終えたいと思います。

以上をもちまして、保健福祉課と病院事業の全ての調査を終えました。大変、お疲れ様

でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 49 分

再開 午後 2時 56 分
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＜農業委員会＞

・農地利用最適化交付金事業の活用と農業委員報酬の改定について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

その他といたしまして、まずは農業委員会の農地利用最適化交付金事業の活用と農業委

員報酬の改定について、調査いたします。

資料が配付されておりますので早速、説明を求めます。

木村事務局長。

木村農業委員会事務局長 農業委員会事務局長の木村です。

農地利用最適化交付金事業の活用と農業委員報酬の改定について、説明いたします。

資料 1ページをご覧ください。

1.概要です。国の農業委員会改革の一環として、農地利用の最適化の推進に関する業務

が農業委員会の必須業務として法令に位置付けられたことに伴い、農地利用最適化交付金

事業を活用するとともに、農業委員報酬を増額改定をするものです。

2.の経過です。平成 27 年度に改正農業委員会法が成立して、平成 28 年度から施行とな

りました。そして、この法律の中では農地利用最適化推進委員の配置が義務付けられたこ

とに伴って、農地利用最適化交付金事業が創設されております。木古内町におきましては、

平成 29 年度今年度の 6 月の議会で、委員の選任について同意をいただいて、7 月 20 日付

けで 3 年間の任期ということで任命しております。木古内町におきましては、特例として

農地利用最適化推進委員を置かないことができましたので、農業委員の業務の中で農地利

用最適化推進業務を行うこととしております。そして、農地利用最適化交付金事業を活用

して、農業委員報酬を改定するものです。なお、平成 29 年度は年度中途からの任期ですの

で、この交付金及び報酬の平準化につきましては、平成 30 年度からということになります。

3.で、農地利用最適化交付金事業の概要です。一つ目が活動実績に応じた交付金という

ことで、今年度につきましては 9 か月、ひと月 6,000 円単価で農業委員数、そして二つ目

が成果実績に応じた交付金ということで、おおよそですが 1 万 4,000 円の農業委員数で、

今年度は 7 月から 12 月までの 6 か月相当いただけることになっております。この積算は、

農地集積率と遊休農地率に基づいた評価点もかけることとなっております。

4.で、農地利用最適化交付金の充当例です。別添 1 ということで、3 ページ目をご覧く

ださい。

これは、北海道農業会議が各農業委員会に示した資料であります。この中段に条例パタ

ーンというものがあります。①で上乗せ変動型ということで、交付金をいただいた充当分

を引き上げて、各農業委員ごとに活動実績に基づいて変動するというものです。②で上乗

せ固定型ということで、報酬を引き上げて定額で交付するというものです。③で上乗せプ

ラスみなし上乗せ型ということで、従来からの報酬額の一部にこの交付金を充当した上で、

さらに報酬を引き上げて定額で上乗せするものです。④でみなし上乗せ型ということで、

従来の報酬に対して全額この交付金を利用とするものです。

木古内町におきましては、この③の上乗せプラスみなし上乗せ型というパターンを採用

したいと考えております。この特徴ということで、特徴の三つ目のポツになります。

交付金が上乗せ額を上回る場合は、交付金はみなし上乗せ額を含む上乗せ額の範囲内で

申請するということで、相当程度金額としては交付可能なのですけれども、報酬見合いで
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この交付金申請をしていきたいと思っています。

資料にお戻りください。

5.の農業委員報酬の改定内容です。（1）として現行報酬です。会長が月 1 万 8,000 円、

委員が月 1 万 2,000 円です。改定後は会長が月 3 万円、委員が月 2 万円を想定しておりま

す。（3）ということで、うち農地利用最適化交付金の充当額です。会長は 3 万円のうち、1

万円を充当いたします。委員は 2万円のうち、1万円を充当いたします。

6.で補正予算内容です。①の活動実績交付金は、先ほどの積算でいきますと 54 万円、②

の成果実績交付金は 36 万円、合計 90 万円の歳入を見込んでおります。（2）の歳出で、農

業委員の委員報酬は 7 月から来年 3 月までの積算になりますが、75 万 6,000 円の増額とな

ります。

2ページをご覧ください。

7.で参考として、農業委員の業務内容を記載しております。これは先ほど言ったとおり、

農地利用最適化推進員を置かない場合、農業委員が代用することになっております。

（1）で農業委員会法第 6 条第 1 項業務です。これは、農業委員会総会への出席や農地の

売買、貸借、転用の現地確認、事前相談などの農地法などの農業関係法令により、権限を

属させられた事項ということで、いわゆる農地法 3 条・4 条・5 条の農地の権利移動や転用

に関する許可等に関する業務が主なものです。（2）の同法第 6 条第 2 項、これが農地等の

利用の最適化の推進に関する事項で、例えば担い手への農地の集積集約化や、耕作放棄地

の発生防止・解消、新規就農の促進などが含まれます。（3）として同法第 6 条第 3 項で、

法人化その他農業経営の合理化に関する事項や、農業一般に関する調査及び情報の提供が

含まれます。（4）として同法第 38 条に基づく、関係行政機関等に対する農業委員会の意見

の提出があります。

8.として、その他で関係例規の改正、整備も合わせて行うこととしております。具体的

には、非常勤特別職の報酬条例の改定、農業委員報酬基準要綱の制定、農地利用の最適化

の推進に関する指針の制定などが上げられます。以上です。

平野委員長 以上、説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で農業委員会のその他の案件を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

＜建設水道課＞

・下町・前浜ふれあいセンターの設置について

・水道事業の施設維持管理における民間事業者の選定について

平野委員長 続きまして、建設水道課の下町・前浜ふれあいセンターの設置について、続

けて水道事業の施設維持管理における民間事業者の選定についてを調査いたします。

それでは早速、資料の説明を求めます。

構口課長。

構口建設水道課長 本日は、時間をとっていただきありがとうございます。

まず、建設水道課においてなのですが、2 点の件について報告させていただきたいと思
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います。

まず、1 点目についてなのですが、下町・前浜ふれあいセンターについての設置につい

てでございます。

下町・前浜地区においては、以前から会館等の設置の要望があり、このたび地域住民か

ら空き屋住宅の提供もあったことから、これを町のほうで借り上げまして、ふれあいセン

ターとして設置計画をたて、今定例会において、条例制定と備品等の予算補正を予定して

いるものです。

詳細については、施設担当であります村上より説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

平野委員長 村上（蔵）主査。

村上（蔵）主査 まず、資料の 1 ページ目にふれあいセンターの位置図が、それから 2 ペー

ジ目と 3ページ目に外観と内部の写真がございますので、ご参照ください。

いま課長のほうからもお話がありましたが、下町地区・前浜地区には町内会館等の施設

がなく、地域の住民が気軽に集まってふれあい・交流できる場所がないため、過去に何度

か会館設置の依頼が地域住民から寄せられていたことがございます。

それから、近年は人口の減少とともに町内の空き家が増加しており、その利活用や処分

についても問題となっております。

そこで、現在活用されていない空き家を借り上げ、下町・前浜ふれあいセンターを設置

することで、地域住民の交流のための場を設けるとともに、町内の空き家の有効活用を図

るものでございます。

設置にかかる費用として、光熱水費、火災保険料、建物の借上料、備品購入費について

補正する予定となっております。以上です。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時 07 分

再開 午後 3時 20 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

休憩の中でも様々な意見が出されましたが、こちら本会議に設置条例としても出てきま

すので、その他質問事項があれば本会議の中でしていただきたいと思います。

ただ、町としてはいま休憩の中でも出されたように、これまで町民からあるいは議会の

中でも出されたはじめての案件が出たわけですから、これにただ期間も限定かもしれない

ということで、たくさんお金をかけられないという事情もいま説明がありましたので、そ

の辺のことは頭に入れておきながら、質疑があれば本会議でしていただきたいとは思いま

す。

続きまして、水道事業の施設維持管理における民間事業者の選定について、4 ページに

続いておりますので、説明を求めます。

構口課長。

構口建設水道課長 2 点目でございます。
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水道事業の施設維持管理における民間事業者選定についてでございます。

水道事業の施設維持管理の委託化につきましては、先月開催された第 5 回総務・経済常

任委員会にて報告させていただいておりますが、委託事業の開始を新年度の 4 月 1 日とし

たいため、今回の定例会において債務負担行為を行わせていただいて、委託事業の事務手

続きを進めていきたいというものでございます。

参考までになのですが、債務負担行為とはということなのですが、当年度以降にわたっ

て債務を負担することで、そのことで今年中に新年度の予算を担保する必要があるという

ことでございます。

今定例会において上程する理由としましてなのですが、この事業を行う中で入札という

ことがありますが、その入札の形式の中でプロポーザル形式というものを考えております。

プロポーザル形式で行うということに関してなのですが、プロポーザル形式は単なる金額

の安さだけで決定するのではなくて、この目的に対して企画提案をしていただきます。そ

の中で、優れた提案者を選定するという入札方法となります。

この事業なのですが、知内町と木古内町にある各々の水道施設の管理を同一業者で行っ

ていくことで、経費の軽減を図ることを目的としております。その中で、両町事務協議を

進めておりまして、そのことを踏まえた中で、事業の実施工程を両町の足並みをそろえな

がら進める必要がございますので、今回、議案配付時に追加議案として取り扱っていただ

いて、議会運営委員会に諮っていただければと考えております。

今後の上水施設の維持管理においては、国においても提唱している「水道ビジョン」と

いうものがありまして、我が町みたいな小規模自治体は、不足する人的資源を民間の技術

力に頼って、将来にわたり技術力を確保していく必要があると。その中で、適切な負担の

もとで施設を維持していって、計画的に更新事業を進める必要があるとされております。

そのことから、当町においても、将来的な長いスパンに立った考えの中で、水道事業の

運営管理を行う手法として、実施していきたいと考えております。

それを踏まえて、水道事業の民間事業者の選定ということに対して、担当のほうより説

明いたしますので、よろしくお願いいたします。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 担当の木本です。

私のほうから 4 ページをお開きいただいて、（1）番の民間事業者の選定方法についてと

いうところにつきましては、先ほど構口課長のほうから申し上げたとおりでございます。

その次に（2）番としまして、想定している委託の内容ですけれども、大きく分けまして

一つ目が水道施設の運転監視業務、これは平日と休日、365 日です。それから各機器の保

守点検作業、それから各施設の維持管理業務、4番目としまして水道メーターの検針業務、

それと年間とおして定めております水質検査計画に基づく水質検査業務、それとこれは随

時ですけれども、メーターの閉開栓業務というところを想定しております。

（3）番目としまして、今後のスケジュールですけれども、まず第 1 番目としまして先ほ

ど言いましたとおり、12 月定例会におきまして債務負担行為の提案をさせていただきます。

その後、2 番目としまして知内町との協定の締結、これを 12 月中旬以降、3 番目としま

して、このあと民間事業者の実際に候補選定の作業に入ってまいりたいというふうに考え

ております。これを 12 月下旬以降です。それから、業務提案書及び見積書の提出というこ
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とで、1 月下旬と書いておりますが、2 月上旬から 2 月中旬になろうかと思います。それか

ら 5 番目としまして、プレゼンテーションの知内町との合同審査というところで、2 月中

旬を想定しております。それから最後に、最終的に業者選定の委託契約の締結というとこ

ろでございます。

次に、5ページをお開きください。

今回、12 月 25 日にも総務・経済常任委員会でもお話をしましたけれども、民間事業者

に委託することのメリットということで、枠内にもう一度お示ししますが、長期的に水道

に特化した人材の確保が可能というところです。それから危機管理、特に緊急時の対応能

力増強。それから、民間のノウハウ発揮によりまして、業務の効率化、費用の圧縮がなさ

れれば結果的には将来の施設更新費用の確保というところでございます。それから、水道

サービスの持続性確保、安全な水の供給確保というところです。この辺が可能になると考

えております。

このほかに、民間委託の必要性としまして、（1）番の浄水場の維持管理レベルの向上と

いうところです。

浄水場の各機器ですとか、構造物の老朽化によりまして、運転監視の重要性が今後増加

してまいります。このため、下記の内容を委託内容に盛り込むこととしております。

一つ目が平日に加え、先ほども言いました休日も運転監視業務を行う。それから二つ目

が、専門知識を持つ技術員の機器の保守点検の頻度、この増加への対応でございます。

夜間につきましては現在、整備しております浄水場の無人化ということで、自動通報装

置で警報が発令されますと担当になる私のほうに警報が発令されるというようなシステム

を現在構築中です。

それから、（2）番目で 2 町で委託することのメリットと書いておりますけれども、通常

3 から 3.5 人工必要なところが 2 町で共同で委託することによって、例えば日中の 8 時間

を木古内 4 時間、それから知内 4 時間ということでシェアした場合、机上の設計では 2.0

人工で対応が可能というところです。この理由ですけれども、木古内町と知内町の浄水場

の浄水処理方法が緩速ろ過方法という手法になっていまして、両町同様なことから先ほど

言いました対応ができるという考えになっております。それから、これまでの 2 名体制が

実質 3 名体制に増強と書いておりますけれども、現在、私と再任用を終えた臨時職員が対

応していますが、この 2 名の対応が先ほども言いました民間事業者が 2 名入ることによっ

て、2名から実質 3名に増強されるという考えです。

それから、3 番目に規模の拡大による民間のスケールメリットと書いておりますけれど

も、直接的に我々事業体ということではないのですが、小規模事業体で民間事業者に委託

を検討するとしても、その事業規模が小さいということで、なかなか単独ではスケールメ

リットがなくて、発注者側も民間企業の参入メリットもなかなか確保できていないところ

です。このため複数の事業体で共同発注することで、技術ですとか経営基盤の強化のため

に、有効な手段になると考えております。現在、進めている広域連携の委託業務では調査

の結果、知内町との施設の維持管理面を共同委託することが合理的とされておりますので、

将来的にさらに 2 町の規模を拡大した広域連携に向けての段階的な位置付けとしたいと考

えております。結果、この広域連携が拡大されていけば、コストの削減も可能であると考

えております。
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それから、実際に想定している委託内容でございますけれども、これは前回 10 月 25 日

に提示させていただきました資料と同様になりますが、違っているのは右下の黄色く着色

してある部分です。現在の水道事業の今年度予算の想定額でいきますと、トータルの額の

1,400 万円というところでございますが、実は平成 25 年度に現在の臨時職員が退職してお

りまして、その当時の正職員を給与で換算しますと、およそこの職員の差額が出てまいり

ますので、実際には実情価格として 2,080 万円程度というような内容になってございます。

それから、亀川浄水場の廃止ということで、老朽化の著しい亀川浄水場を廃止すること

によって、当町の浄水場が木古内浄水場のみになります。このため、木古内浄水場に支障

が出ますと全町的な減・断水になることが考えられるために、運転ですとか保守体制とし

てより強固とする必要があるというふうに考えております。以上でございます。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。

又地委員。

又地委員 委託業務の中に、水道メーター検針が入っているのですよね。従来は、町の人

が何人に分かれるのかわからないけれども、お母さんがたがやってくれている。これも全

部本当は委託する業者にお願いするの。私は、メーター検針に関しては、それなりにいま

検針している人方は、長いことやっていると思うのですよね。そういう意味で、そうした

らこの委託業者さんがこの人方をまた使ってくれればいいなと思いながらいるのです。だ

からその辺はどうなのかなと思って。結局それなりに一生懸命長いことやってくれている

人方だったし、ある意味では生活の糧としてやっていた人もいると思うのです。その辺、

全部委託会社にやってしまって、この人方が必要ないということになれば、大変かわいそ

うだなという気もあるのだけれども、その辺は委託業者は再雇用してくれるようなあれに

なるのかちょっと。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 この辺につきましてもおっしゃるとおり、我々も長らく検針業務等集金の

業務をやっていただいているところがありますので、そういった雇用の面からもいままで

やっていた方々にやっていただければいいというふうに考えていますので、中身としては

プロポーザルの業者選定の中で、地元雇用に対する例えば考え方とかその辺についても評

価点の基準を設けて、積極的にそういった方向にもっていけるように考えたいと考えてお

ります。

平野委員長 又地委員。

又地委員 メーターの取り替えもこの委託業者に入るの。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 現在の想定では、メーター器の取替作業は考えておりません。というのは、

管工事のほうの資格の所有の制限もこれ付いてきますので、想定している中身としては現

在はメーター交換は入っておりません。

平野委員長 ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 非常に合理的で、将来に向けてこんなに早く進むのかなというふうに思ってい

ます。これは知内と合併することによって、国の委託料を受けて効率的にやりなさいと。

そうしたら、すごくメリットあるよというふうなことはわかるのだけれども、スケジュー
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ルが随分早すぎて、こんなに上手くトントンでいくかなというふうな私は感じるのです。

それで、もう一つは私が知っている範囲内では、どうも知内が本流で知内の水を必ず使

うことがかなり多いだろうと。知内の水が非常に経費がかからない水が多いと。建川のと

ころにすごくその余った水が流れていると。こういう話を聞いて、よく知内も了解してく

れたなと。言うなれば、私の感じでいままで知っている範囲内で、その辺が非常に両方で

メリットが将来的にあるということで、知内も合意してくれるという条件でこういうふう

になっているのだろうけれども、非常に少し早すぎるのではないかと。こんなに上手くト

ントンにいくからという感じも受けるのだけれども、その辺は。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 まず 1 点目のスケジュール感のお話でございますけれども、確認の意味と

いうか 11 月の 10 日に大野副町長のお声もありまして、知内町を訪問いたしまして、大野

副町長と構口課長と私と 3 名で知内町を訪問いたしまして、知内町長さんとそれから副町

長さん、建設水道課長さん同席のもと、今回の民間委託の共同発注というところで、再度

お話をさせていただきまして、その辺のスケジュール感についても同じ足並みでいきまし

ょうということで、合意を得てきました。

今回、12 月にそういった債務負担行為を制定させていただくことで、何とかかなりタイ

トなスケジュールにはなるのですけれども、4 月 1 日の運用開始に向けては業者選定、そ

れから最終的な契約行為までいけるというふうに思っておりますので、その辺については

可能かと思います。

それから、行政区域付近での先ほどのハード面のお話だと思うのですけれども、今回の

話というのはあくまでも浄水場の統廃合と別でして、あくまでも現在ある水道施設の維持

管理を民間事業者に両町で共同して委託しようという内容ですので、浄水場の統廃合につ

いては今後の課題というふうになってくるかと思います。

平野委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 相澤です。

先ほど管理業務の中で、木古内に 4 時間いたら次、知内に 4 時間というふうな話がチラ

ッと出たのですけれども。ということは、施設に誰もいない時間があるという扱いなので

すか。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 基本的には、そういう作業の流れになります。どちらが先かは別としまし

て、きっちり半分ずつとはいきませんけれども、いま整備しております自動通報装置とい

うものも私のほかに、そういった民間事業者のほうの個人の端末です。そういったところ

に発信することが可能ですから、迅速な対応というのは可能ですので、日中の 8 時間全て

をこちらにいるとかあちらにいるとかということではなくて、単純に考えますとそういう

ふうに。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 両方に同時に職員がいるということでなくて。

平野委員長 木本（邦）主査。

木本（邦）主査 人員の配置としましては、総括の責任者のかたが 1 名とそれからそれを補
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助するかたが 1 名、合計 2 名のかたということで、先ほど言いました 4 時間・4 時間と言

いましたけれども、1 人こちらにいてもう 1 人のかたがあちらに行くとかそういうことも

想定されます。

平野委員長 そもそもいま現在で常駐しているわけじゃないから、同じことですよね。

ほか。

又地委員。

又地委員 そうしたら、いま浄水場に夜間お願いしている人いるよね。それは、このあれ

からいくと 2月いっぱいで切るということになる。

平野委員長 ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 いま先ほどメーター検針のメーターの更新ですけれども、いままで 7年間かな、

使えば更新をしなければないと、メーターが。それを考えていないという話だけれども、

これは何だかんだやらなきゃ法律で決まっているでしょう。それは直営でやるということ。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 別の委託業務でということです。

平野委員長 直営というか発注ということですよね。

構口課長。

構口建設水道課長 5 ページ目にあります委託内容についてでございますが、まずこの表

にある先ほど木本のほうが説明したこの予算額、白地のほうで 1,400 万円という数字でご

ざいますが、まずこれは直工ベースとしてお考えください。それで、25 年度の職員の時は

2,080 万円という予算と。それで今回、民間に委託することで当然、経費というものがか

かってきますので、その中で私どものほうでいま見積もり等もいただいておりまして、債

務負担行為の予算としていま上限として 2,500 万円程度を考えております。この予算ベー

スでプロポーザルによる入札行為を行うということになりますので、予算計上としては 2,

500 万円の計上となることをちょっと追加としてお話いたします。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時 42 分

再開 午後 3時 57 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

休憩の中で様々な意見交換がございました。あとは、質疑はございませんね。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 先ほども言いましたが、あれは当日定例会で出てきた時に質問をしてくださ

い。

以上で、建設水道課のその他案件、2件についての調査を終えたいと思います。

建設水道課の皆様、きょうは非常に長い時間、大変お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後 3時 58 分

再開 午後 3時 58 分

4 ．意見書

＜北海道医療労働組合連合会 函館地区協議会＞

・「安全・安心の医療・介護の実現と夜間交代制労働の改善を求める意見書」

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

2ページ目をおめくりください。

4・5・6・7のその他までございますが、スピーディに進めてまいりたいと思いますので。

まずは 4 番の意見書、北海道医療労働組合連合会函館地区協議会から出された意見書が

ございますので、こちら休憩の中で協議したいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時 59 分

再開 午後 4時 08 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいまの意見書 1 件については、安全・安心の医療・介護の実現と夜間交代制労働の

改善を求める意見書については、不採択といたしました。

5 ．議会閉会中の所管事務調査

平野委員長 続きまして 5番、議会閉会中の所管事務調査について、協議いたします。

皆さんのお手元にいまお配りしました。12 月定例会から 3 月までの調査案件で、事務局

と打ち合わせをして 4項目載せております。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 4時 09 分

再開 午後 4時 12 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、総務・経済常任委員会の議会閉会中の所管事務調査については、別紙配付の

とおり皆様と協議して、そのとおり進めることといたしました。

6 ．所管事務調査報告

平野委員長 続きまして、6 番の所管事務調査報告でございますが、今回 9 月定例会後の 2

回だけなのですね。今回と前回は、建設水道課の発注工事の現地調査です。内容について

もし皆さん意見、特出してこれをということがあればいまお伺いしますが、特になければ



- 47 -

またいつもどおり委員長と副委員長に任せていただいてよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

7 ．その他

平野委員長 それでは続いて、7 のその他ですが、事務局のほうから何かございますか。

吉田事務局長。

吉田議会事務局長 ないです。

平野委員長 その他はないということですので、全ての調査事項及びその他の 7 番まで終

えました。

それでは、長時間にわたり皆さん大変お疲れ様でした。

以上をもちまして、第 6回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

説明員：大野副町長、若山総務課長、田畑主査、平野病院事業事務局長、西山（敬）主査

東主査、羽沢保健福祉課長、武藤包括ケア推進室長、木村農業委員会事務局長

木元嘱託員、大高主事、構口建設水道課長、村上主査、木本（邦）主査

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


